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剛
、
ま
 
え
 
が
 
き

 
幕
藩
体
制
崩
壊
期
に
お
け
る
萩
藩
の
研
究
は
、
明
治
維
新
史
と
関
連
し
て
数
多
く
み
ら
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
成
立
期
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
政
治
史
の
面
で
は
、
慶

長
十
年
の
熊
谷
事
件
を
、
国
衆
対
策
の
終
結
を
示
す
も
の
と
し
た
利
岡
俊
昭
氏
、
正
保
～
寛
文

期
の
上
層
家
臣
団
の
動
向
に
関
し
て
は
市
村
佑
一
氏
、
幕
府
と
の
関
連
を
国
目
付
を
通
し
て
み

た
長
谷
川
成
一
氏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
藩
体
制
・
藩
権
力
の
確
立
に
関
し
て
考
察
し
て
お
ら
れ
る
。

 
経
済
面
で
は
、
藩
財
政
と
普
請
役
と
の
関
連
で
峯
岸
賢
太
郎
氏
、
蔵
入
算
用
制
の
成
立
に
関

し
て
森
田
良
吉
氏
の
論
稿
が
あ
げ
ら
れ
る
。
地
方
知
行
を
考
察
し
た
も
の
と
し
て
は
、
農
村
部

に
お
け
る
知
行
地
、
.
 
在
郷
武
士
の
存
在
形
態
に
関
し
て
、
山
澄
元
氏
、
矢
守
一
彦
氏
、
地
方
知

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈲

行
の
意
義
に
つ
い
て
石
川
卓
美
氏
の
研
究
が
あ
る
。

 
以
上
の
諸
研
究
、
そ
の
他
寛
永
初
期
に
ふ
れ
ら
れ
た
も
の
は
、
そ
の
時
期
の
重
要
性
を
指
摘

 
 
 
 
 
 
紛

さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
概
観
的
に
、
前
後
か
ら
判
断
し
て
一
つ
の
転
換
期
で
あ
る
と
い
う

見
通
し
を
述
べ
て
あ
る
も
の
が
多
く
、
史
料
的
に
十
分
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

 
本
稿
で
は
、
 
「
三
四
録
」
を
は
じ
め
山
口
県
文
書
館
所
蔵
・
刊
行
の
史
料
を
中
心
と
し
て
、

で
き
る
限
り
、
寛
永
二
年
改
革
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
考
察
す
る
こ
と

に
し
た
い
。

(
注
y

ω
 
利
岡
俊
昭
氏
「
長
州
藩
に
於
け
る
近
世
大
名
領
の
成
立
」
 
(
「
地
方
史
研
究
」
六
八
・

 
 
六
九
号
)

 
 
市
村
佑
一
氏
「
長
州
藩
に
お
け
る
家
臣
団
形
成
過
程
」
 
(
「
日
本
社
会
経
済
史
研
究
・

 
 
近
世
編
」
所
収
)

 
 
長
谷
川
成
一
氏
「
長
門
国
目
付
に
つ
い
て
」
 
(
「
山
口
県
地
方
史
」
三
六
、
三
七
号
)

ω
 
峯
岸
賢
太
郎
氏
、
「
成
立
期
藩
経
済
の
構
造
」
(
「
日
本
経
済
史
大
系
、
近
世
上
」
所
収
)

 
 
森
田
良
吉
氏
「
王
后
成
立
期
の
財
政
(
そ
の
一
)
」
・
(
「
山
口
県
地
方
史
」
一
八
号
)

(3)

山
澄
元
氏
「
萩
藩
藩
政
村
に
お
.
 
け
る
知
行
地
の
構
造
」
矢
守
一
彦
氏
「
萩
藩
に
お
け
る

給
領
と
在
郷
武
士
の
分
布
」
 
(
「
藩
領
の
歴
史
地
理
」
所
収
)

石
川
卓
美
氏
「
近
世
の
地
方
知
行
制
」
 
(
「
山
口
県
地
方
史
」
三
五
号
)

市
村
佑
一
氏
前
掲
論
文
一
九
七
・
二
〇
九
頁

森
田
良
吉
氏
前
掲
論
文
五
三
頁

利
岡
俊
昭
氏
「
山
口
県
近
世
史
研
究
要
覧
」
四
六
頁

関
順
也
氏
「
藩
政
改
革
と
明
治
維
新
」
九
頁

二
、
改
箪
へ
の
政
治
過
程

-
、

借
 
銀
 
対
 
策

 
改
革
の
直
接
的
動
機
は
、
三
都
の
富
商
よ
り
の
借
銀
を
い
か
に
し
て
返
済
す
る
か
に
あ
っ

た
。
既
に
慶
長
年
間
、
江
戸
借
銀
が
二
百
八
十
貫
あ
り
、
こ
の
返
済
の
た
め
、
将
軍
よ
り
の
御

下
賜
金
「
銀
子
百
貫
目
」
を
当
て
、
早
急
に
返
却
す
べ
.
 
き
こ
ど
を
指
示
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈲

 
借
銀
額
も
元
和
以
降
年
々
嵩
み
、
元
和
九
年
に
は
四
千
貫
に
も
昇
っ
て
い
み
。
そ
れ
故
、
借

銀
も
難
し
く
な
り
、
本
多
正
純
な
ど
を
通
じ
て
上
方
商
人
へ
当
る
が
う
ま
く
ゆ
か
ず
、
 
「
所
帯

方
確
不
相
続
(
略
)
家
ノ
ハ
テ
ハ
此
時
ト
存
、
其
気
遣
候
」
と
困
り
果
て
て
い
る
。
宗
瑞
は
領

国
放
棄
さ
え
秀
元
へ
ほ
の
め
か
し
、
そ
の
協
力
を
要
請
し
て
い
る
。
秀
元
が
土
井
利
勝
に
告
げ

た
た
め
、
将
軍
秀
忠
よ
り
「
秀
元
い
か
に
も
計
ら
う
べ
し
」
と
領
国
維
持
を
命
じ
ら
れ
、
秀
元

が
改
革
へ
乗
り
出
す
こ
と
に
な
る
。

2
、
改
軍
の
立
案

 
大
坂
の
陣
以
後
、
元
和
に
入
る
と
、
宗
瑞
は
、
抜
本
的
改
革
を
目
指
し
た
よ
う
で
あ
る
。
先

ず
、
山
内
の
状
勢
を
知
る
た
め
腹
臣
の
宍
道
主
殿
逆
元
兼
に
命
じ
、
内
密
に
調
査
さ
せ
て
い
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る
。
元
和
三
年
に
は
「
万
御
仕
組
」
の
た
め
諸
士
の
善
悪
を
調
べ
、
四
年
に
も
検
察
を
命
じ
ら

れ
、
六
年
に
は
馬
の
所
持
調
査
を
し
て
い
る
。
宍
道
は
後
に
改
革
推
進
者
の
一
人
と
な
る
。

 
元
和
四
年
に
は
、
広
島
時
代
よ
り
内
政
に
当
っ
て
き
た
榎
本
元
吉
を
蔵
入
代
官
に
任
じ
、
物

成
不
足
を
解
消
す
る
た
め
、
帰
農
令
を
発
し
て
、
農
村
の
建
て
直
し
を
策
し
て
い
る
が
、
成
功

し
て
い
な
い
。

 
元
和
六
年
、
益
田
玄
蕃
、
井
原
加
賀
、
榎
本
伊
豆
の
旧
名
は
「
御
家
之
御
一
大
事
此
時
二
御

座
候
」
と
行
政
担
当
を
引
受
け
、
 
「
存
寄
所
感
用
捨
可
遂
言
上
候
」
こ
と
を
宍
道
主
殿
助
、
内

藤
左
衛
門
尉
宛
て
に
請
書
を
指
出
し
て
い
る
。
宗
瑞
周
辺
の
こ
の
五
人
に
よ
り
、
改
革
の
計
画

が
練
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

3
、
長
府
毛
利
秀
元
へ
の
仕
置
依
頼

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈹

 
宗
瑞
は
元
和
六
年
に
は
隠
居
を
考
え
始
め
る
が
、
秀
就
が
江
戸
に
い
る
た
め
果
せ
ず
、
借
銀

対
策
に
当
っ
て
い
る
。

 
元
和
七
年
二
月
七
日
、
宗
瑞
よ
り
江
戸
在
住
の
秀
就
、
そ
の
後
見
役
で
あ
る
秀
元
宛
て
に
「

公
儀
之
銀
子
な
と
三
四
百
貫
も
借
用
被
申
事
活
相
三
間
敷
候
哉
」
と
、
土
井
利
勝
を
通
じ
、
借

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ω

銀
の
依
頼
を
希
望
し
て
い
る
。
秀
元
は
既
に
慶
長
十
二
年
よ
り
、
江
戸
で
秀
就
後
見
役
を
勤
め

 
 
オ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
が

 
 
ロ

て
い
る
が
、
元
和
以
降
し
だ
い
に
幕
政
に
重
き
を
な
し
て
き
た
土
井
利
勝
と
入
魂
で
あ
る
こ
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑯

か
ら
、
秀
元
の
藩
政
に
対
す
る
発
言
力
が
大
き
く
な
り
、
宗
瑞
が
協
力
を
頼
ん
だ
と
思
わ
れ

る
。 

元
和
八
年
十
一
月
十
五
日
、
い
よ
い
よ
所
帯
逼
迫
し
、
宗
瑞
は
江
戸
の
秀
就
、
秀
元
、
二
曲

 
 
 
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

 
 
 
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に

と
相
談
玩
、
同
年
十
二
月
二
十
八
日
、
宗
瑞
父
子
は
、
秀
元
に
改
革
を
依
頼
す
る
こ
と
に
決
し

秀
就
よ
り
秀
元
へ
頼
ん
で
い
る
。
し
か
し
秀
元
に
拒
わ
ら
れ
た
た
め
、
 
二
人
之
分
別
と
し
て

も
二
成
候
故
(
略
)
色
々
御
理
之
段
、
一
々
尤
存
候
、
乍
去
、
も
は
や
家
之
は
て
は
只
今
二
極

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
切

申
候
之
間
、
是
非
先
七
分
玉
偏
頼
存
候
」
と
起
請
文
を
書
き
、
再
度
頼
み
こ
ん
で
い
る
。

 
秀
元
は
容
易
に
受
諾
せ
ず
、
宍
道
主
殿
助
、
清
水
信
濃
守
を
し
て
交
渉
さ
せ
て
い
る
。
支
藩

主
が
宗
藩
政
治
へ
介
入
す
る
こ
と
に
対
す
る
藩
内
の
反
発
を
予
想
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う

が
、
元
和
九
年
四
月
十
五
日
、
秀
元
へ
従
う
事
と
い
う
輝
元
の
訓
講
に
背
か
ぬ
こ
と
を
藩
主
秀

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

就
が
誓
い
。
よ
う
や
く
同
月
二
十
日
、
秀
元
は
内
諾
し
て
い
る
。

 
そ
の
後
、
益
田
玄
馬
を
は
じ
め
重
臣
層
も
秀
元
に
従
う
意
志
を
表
明
し
、
改
革
へ
の
下
準
備

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑳

は
整
っ
た
。
秀
就
は
同
年
閏
八
月
帰
国
し
、
九
月
二
十
三
日
に
「
と
し
よ
り
く
た
ひ
れ
、
人
に

 
 
 
 
 
 
 
 
(
生
得
 
所
 
帯
 
下
手
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
幽

て
は
な
く
候
、
其
上
せ
う
と
く
し
ょ
た
い
へ
た
に
て
候
、
御
方
被
申
付
候
ハ
N
可
成
と
存
候
」

と
宗
瑞
よ
り
政
務
を
譲
ら
れ
て
い
る
。
翌
九
月
二
十
四
日
、
宗
瑞
・
秀
就
・
年
寄
衆
は
秀
元
の

命
に
従
う
旨
の
起
請
文
を
秀
元
に
指
出
し
、
秀
元
仕
置
が
正
式
に
要
請
さ
れ
、
十
月
四
日
、
秀

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鋤

元
は
所
帯
仕
組
の
命
に
奉
ず
る
旨
の
起
請
文
を
指
出
し
、
改
革
を
実
行
す
る
こ
と
に
決
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
勘

 
十
一
月
六
日
、
宗
瑞
は
萩
城
四
本
松
邸
へ
隠
居
し
、
宗
瑞
、
二
野
は
一
切
を
委
ね
る
と
い
う

 
 
 
㈱

血
判
書
を
秀
元
へ
送
っ
て
い
る
。

 
十
一
月
二
十
一
日
よ
り
改
革
が
開
始
さ
れ
る
。
同
日
、
秀
就
、
秀
元
、
宗
瑞
連
名
で
、
益
田

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
幽

玄
蕃
頭
、
清
水
信
濃
守
を
代
官
職
に
任
命
し
、
直
接
改
革
に
携
わ
ら
な
い
重
臣
へ
「
当
家
近
来

之
儀
、
今
度
国
中
野
事
相
改
、
自
今
以
後
之
処
、
随
道
々
制
法
相
定
之
事
」
以
下
五
条
の
「
定

」
が
出
さ
れ
る
。
「
右
之
条
於
相
背
者
、
速
極
成
敗
、
可
処
敗
載
之
科
、
此
旨
堅
固
可
相
守
者

也
」
と
秀
就
の
名
で
厳
し
い
宣
言
が
な
さ
れ
、
改
革
へ
の
意
気
込
み
を
伝
え
て
い
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
秀
元
が
改
革
を
担
当
し
た
の
は
い
か
な
る
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
毛
利
元
就

死
後
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
、
宗
主
権
力
補
強
の
た
め
の
「
両
川
体
制
」
の
結
果
、
秀
元
が
乗
り

出
し
た
と
思
わ
れ
る
。

 
そ
の
理
由
の
第
一
は
、
藩
主
を
温
存
し
、
責
任
を
と
る
べ
き
立
場
に
置
か
な
い
と
い
う
点
で

あ
る
。
宗
瑞
よ
り
秀
就
へ
の
書
状
に
「
万
一
仕
組
三
儀
御
方
無
案
内
候
而
、
成
く
る
し
く
候
ハ

x
」
と
あ
り
、
改
革
の
失
敗
を
お
そ
れ
秀
元
に
委
ね
て
い
る
。
秀
就
が
当
時
三
十
才
前
で
あ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圃

こ
と
も
そ
の
一
因
で
あ
ろ
う
。
第
二
は
、
秀
元
が
以
前
輝
元
の
養
子
で
あ
っ
た
こ
と
で
、
宗
藩

家
臣
へ
重
き
を
な
し
て
い
る
理
由
と
思
わ
れ
る
。
第
三
は
、
秀
元
を
前
面
に
出
す
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
背
後
の
幕
府
の
権
威
を
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
如
く
、
秀
元
は
秀
就
後

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
勧

見
と
し
て
早
く
か
ら
江
戸
に
在
り
、
土
井
利
勝
、
秀
忠
と
入
魂
で
「
緩
々
与
国
元
逗
留
候
而
被

 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ

仕
候
様
」
と
将
軍
の
承
認
の
も
と
に
帰
国
し
て
い
る
。
第
四
に
、
宗
瑞
が
隠
退
し
、
秀
元
が
仕

置
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
家
臣
団
へ
重
大
な
時
局
で
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
、
家
臣
の
改
革

へ
の
抵
抗
を
柔
ら
げ
る
効
果
を
ね
ら
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

4
、
改
革
遂
行
者
益
田
玄
蕃
頭
元
群

改
革
実
施
に
秀
元
の
後
楯
か
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
節
で
述
べ
た
が
、
改
革
事
業
の
実
行
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に
当
る
総
責
任
者
は
益
田
玄
蕃
で
あ
っ
た
。
元
和
九
年
十
一
月
二
十
一
日
「
借
銀
返
弁
之
叢
雨

秀
元
掠
三
三
仕
候
三
二
其
意
事
」
等
七
項
目
を
条
件
に
益
田
玄
蕃
、
清
水
信
濃
が
代
官
職
に
任

じ
的
れ
て
い
る
。
寛
永
二
年
四
月
の
宗
瑞
死
後
、
秀
元
を
中
心
と
す
る
改
革
推
進
者
は
結
束
を

固
め
、
七
月
九
日
血
判
起
請
文
を
指
出
し
て
い
る
ゆ
「
今
度
御
家
之
改
、
秀
元
様
万
事
墨
差
図

候
・
左
候
ヘ
ハ
v
.
 
聾
議
鱗
麓
鍵
御
摩
一
も
被
馨
一
儀
、
鯉
と
も
迷
惑
千
万
二

奉
野
台
へ
共
・
殿
様
禦
め
と
秀
露
懇
臨
と
益
田
・
清
水
、
宍
道
の
三
豊
が
秀
元
の
意

向
に
よ
っ
て
取
り
仕
切
る
こ
と
が
決
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
秀
元
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
益
田
元
祥
)

 
三
人
の
中
の
代
表
は
益
田
氏
で
あ
る
。
後
世
「
甲
斐
守
様
之
御
頼
に
も
不
及
、
牛
庵
計
に
て

相
済
逸
事
嘲
と
い
わ
れ
て
い
る
。
元
和
六
年
に
隠
退
し
て
い
た
二
心
は
ふ
 
「
御
断
申
上
元
へ
共

玄
蕃
御
運
不
仕
候
ハ
x
、
秀
元
様
都
合
二
成
御
存
候
事
相
雪
間
敷
候
之
由
」
と
、
一
度
盗
っ
た

後
、
一
年
限
り
と
い
う
条
件
で
引
受
け
て
い
る
。
秀
元
は
、
改
革
中
も
長
偏
に
居
り
、
萩
で
実

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

質
的
に
改
革
に
当
っ
た
の
は
牛
庵
と
思
わ
れ
る
。
一
年
限
り
ど
い
う
代
官
職
は
、
そ
の
後
十
年

ば
か
り
継
続
さ
れ
て
い
る
。
寛
永
八
年
、
宗
主
秀
就
と
の
対
立
か
ら
秀
元
ば
仕
置
役
を
辞
す
る

が
、
そ
の
際
、
秀
就
は
益
田
玄
蕃
へ
書
状
を
出
し
.
 
「
極
意
に
は
御
方
一
存
」
と
頼
り
に
さ
れ
、

「
御
方
と
蔑
む
ね
魯
・
讐
仕
度
践
と
さ
ら
に
引
続
い
て
の
仕
撃
要
請
し
て
い
る
。

 
こ
の
よ
う
に
益
田
元
祥
が
改
革
担
当
者
と
な
づ
元
の
は
、
第
一
に
、
六
ケ
国
返
租
問
題
を
解

決
し
た
実
塩
で
あ
ろ
う
・
以
律
財
政
毒
し
て
藩
の
要
職
に
あ
っ
た
。
第
二
は
、
元
縄
悼
が
元

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

和
三
年
よ
り
六
年
ま
で
、
萩
藩
の
江
府
責
任
者
と
し
て
江
戸
在
住
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
お
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ら
く
そ
こ
で
秀
元
と
接
触
が
あ
り
、
対
幕
府
折
衝
を
通
じ
て
親
交
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。
第
三
は
、
元
和
八
年
当
時
、
益
田
氏
の
石
高
は
、
一
万
八
百
余
石
あ
り
、
家
臣

中
、
二
門
毛
利
元
倶
に
次
ぐ
高
緑
の
士
で
、
そ
の
影
響
力
の
大
き
い
こ
と
で
あ
る
。
第
四
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
よ
く
も
悪
も
、
毛
利
之
家
自
昔
福
原
頭
を
仕
盛
事
二
字
候
」
と
い
わ
れ
、
事
実
「
ニ
ケ
国
御

改
二
時
葎
璽
ま
い
窓
は
き
玉
音
と
評
ざ
れ
た
福
原
広
俊
が
・
秀
兀
と
対
立
し
た
乳

元
三
九
年
三
月
二
十
一
臥
死
去
し
て
い
る
こ
と
も
、
益
田
元
祥
に
全
て
を
委
ね
た
原
因
と
考
え

ら
れ
る
。

(
注
)

ω
 
借
銀
の
生
ず
る
理
由
は
、

防
長
ニ
ケ
国
減
封
、
六
ケ
十
返
租
に
よ
る
財
政
難
に
加
え
て

(2)(4) (3)aD aO) (9) (8) (7) (6) (5)azq3)agao asaT

江
戸
で
の
生
活
、
普
請
役
の
遂
行
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
峯
岸
氏
は
前
掲
論
文
二
二

頁
に
お
い
て
、
大
塚
屋
、
鎌
倉
屋
等
の
大
坂
一
江
戸
の
商
人
よ
り
普
請
役
資
財
購
入
の

た
め
借
銀
し
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

宗
瑞
(
毛
利
輝
元
)
よ
り
椹
原
広
俊
へ
の
書
状
(
「
萩
藩
閥
一
一
」
第
一
巻
一
四
六
頁

文
書
番
号
二
〇
、
以
下
「
閑
昏
酔
」
一
-
一
四
六
一
二
〇
の
如
く
記
す
こ
と
に
す
る
)

「
閥
閲
録
」
一
一
一
〇
〇
1
、
四
八

「
大
日
本
古
文
書
、
家
わ
け
第
八
、
毛
利
家
文
書
之
四
、
一
四
二
一
二
号
」
、
以
下
「
毛

利
家
文
書
」
四
-
一
四
二
三
と
記
す
。

「
毛
利
家
文
書
」
四
一
一
四
四
六

「
新
編
藩
翰
譜
」
第
四
巻
足
〇
頁
、
「
毛
利
家
乗
」
第
三
巻
寛
永
元
年
条

「
毛
利
家
文
書
」
四
i
＝
ゴ
ニ
九
、
一
二
四
一
、
＝
一
四
三

「
閥
閲
録
」
一
-
五
〇
三
、
五
〇
四
i
一
ご
一
、
二
一
二

「
毛
利
家
文
書
」
四
⊥
二
四
四
、
「
閥
閲
録
」
了
七
＝
し
二

「
毛
利
家
文
書
」
.
 
三
L
一
一
七
八
ど
一
一
八
一

「
毛
利
家
文
書
」
四
-
一
四
四
三
、
元
和
八
年
に
は
「
公
儀
御
借
銀
之
儀
申
候
へ
と
も
2
4

此
節
難
成
之
一
望
駆
 
(
「
毛
利
家
文
書
」
四
-
一
四
四
五
)
と
あ
る
。

慶
長
十
二
年
「
後
見
二
相
成
苦
労
致
心
付
而
宗
瑞
心
入
ヲ
以
普
請
役
解
除
」
れ
て
い
購

る
。
毛
利
氏
四
代
実
録
考
証
論
断
八
一
(
以
下
、
考
証
論
断
と
記
す
。
考
証
論
断
は
山
椰

口
県
文
書
詰
所
蔵
、
以
後
特
に
断
り
な
き
史
料
は
文
書
館
所
蔵
の
も
の
で
あ
る
)
 
 
 
酵

護
重
籍
家
譜
」
六
時
、
「
毛
利
秀
元
記
」
、
「
菊
家
茎
.
 
」
三
⊥
一
轟

四
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
躁

元
和
二
年
七
月
六
日
の
崇
伝
か
ら
細
川
忠
興
へ
の
書
状
に
「
今
は
た
れ
も
か
れ
も
大
炊
郷

殿
へ
頼
入
体
と
相
見
え
申
候
」
と
あ
る
。
 
(
「
受
光
国
師
日
記
」
福
島
貴
美
子
氏
「
江

戸
幕
府
初
期
の
政
治
制
度
に
つ
い
て
」
論
集
日
本
歴
史
7
、
幕
藩
体
制
-
一
四
〇
頁
所

収
よ
り
引
用
)

元
和
三
年
の
書
状
よ
り
、
吉
川
氏
が
秀
元
の
専
制
を
苦
々
し
く
感
じ
て
い
る
様
子
が
う

か
が
え
る
。
 
(
「
吉
川
家
文
書
」
二
一
二
二
一
三
、
一
三
一
七
)

「
毛
利
家
文
書
」
四
一
一
四
二
三

宗
瑞
よ
軌
秀
就
ぺ
の
書
状
に
「
万
一
仕
組
之
儀
御
方
無
案
内
候
而
成
く
る
し
く
候
ハ
X

此
已
前
福
越
後
二
如
申
付
、
此
度
者
秀
元
へ
被
申
候
」
と
あ
る
。
 
(
「
毛
利
家
文
書
」

四
1
一
四
四
四
)

「
毛
利
家
文
書
」
四
」
一
四
四
六

告 第24号 昭和53年3月
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「
毛
利
家
文
士
日
」
三
一
一
一
三
九

「
毛
利
家
文
書
」
四
一
一
四
四
七

 
「
閥
閲
録
」
一
1
七
一
二
一
四

 
「
毛
利
家
文
書
」
四
-
一
四
三
〇

 
「
毛
利
家
文
書
」
三
一
二
四
一

 
「
毛
利
家
乗
」
三
、
元
和
九
年
九
月
二
十
四
日
条
、
 
「
毛
利
家
文
書
」
四
一
一
四
四
九

 
「
毛
利
家
文
書
」
四
1
一
四
五
〇

 
「
増
補
改
訂
山
口
県
交
化
史
年
表
」
一
一
ゴ
ご
頁

 
「
毛
利
家
乗
」
三
、
元
和
九
年
十
一
月
六
日
条

 
「
閥
閥
録
」
一
-
七
一
二
一
九

 
「
閥
閲
録
」
一
1
六
三
一
一
二
一
二
、
一
1
七
四
八
i
七
一

中
央
権
力
に
対
応
し
、
家
臣
団
を
統
制
す
る
方
法
と
し
て
、
毛
利
氏
が
常
に
吉
川
、
小

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

早
川
に
連
な
る
両
血
族
者
を
競
合
さ
せ
、
宗
家
安
泰
を
は
か
る
こ
と
を
仮
に
「
両
川
体

制
」
と
名
づ
け
た
。
詳
細
は
別
稿
の
予
定
で
あ
る
。

「
毛
利
家
文
書
」
四
一
一
四
四
四
、
注
⑯
参
照

「
新
編
藩
翰
譜
」
第
四
巻
一
六
、
一
七
頁
、
 
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
第
六
一
七

慶
長
十
年
、
秀
忠
入
朝
の
際
、
秀
就
と
細
川
氏
と
席
次
を
争
う
。
秀
元
が
土
井
利
勝
を

通
し
て
決
着
を
つ
け
(
「
毛
利
家
乗
」
三
、
慶
長
十
年
四
月
二
十
六
日
条
)
、
慶
長
十

二
年
以
来
、
秀
就
後
見
役
と
し
て
.
 
土
井
利
勝
を
通
し
て
将
軍
と
接
触
し
、
噛
慶
長
十
八

年
に
は
家
康
の
養
女
を
癸
っ
て
い
る
。
 
(
.
 
「
寛
政
重
唱
諸
家
譜
」
六
一
七
)

御
所
帯
一
件
三
(
峯
岸
氏
前
掲
論
文
二
一
二
五
頁
よ
り
引
用
)
、
ま
た
寛
永
八
年
十
月
五

日
、
酒
井
忠
勝
、
土
井
利
勝
に
告
げ
て
、
政
務
を
秀
就
に
還
す
こ
と
を
幕
府
に
報
告
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
秀
元
仕
置
は
幕
府
公
認
の
も
の
と
い
え
る
。

「
閥
平
声
」
一
-
七
一
ニ
ー
九

「
毛
利
家
文
書
」
四
i
一
二
五
〇
、
一
二
四
九
、
な
お
(
 
)
内
の
注
、
傍
点
は
筆
者

記
入
、
以
下
同
様

「
新
防
長
叢
書
、
古
老
物
語
防
長
古
今
見
聞
集
」
一
五
頁

「
盗
電
録
」
一
-
七
一
三
-
一
〇

「
新
防
長
叢
書
、
長
州
財
政
史
談
」
一
九
頁

寛
永
四
年
、
知
行
地
打
渡
が
益
田
玄
蕃
の
名
前
で
出
さ
れ
て
い
る
。
 
(
「
閥
閲
録
」
ニ

ー
一
二
三
1
五
)

「
閥
閲
録
」
一
-
九
四
-
三
八

働ω
(43)(4T (46) (45) (44)

「
閥
閲
録
」
一
一
九
六
～
一
〇
四
(
牛
庵
自
筆
覚
書
)

「
山
口
県
近
世
史
研
究
要
覧
」
二
〇
九
頁
、
 
「
当
役
」
と
し
て
表
示
し
て
あ
る
が
、
こ

れ
は
後
世
そ
う
呼
ば
れ
た
職
務
を
行
な
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

関
ケ
原
戦
で
の
津
城
攻
で
秀
元
と
益
田
氏
は
対
立
し
て
い
る
が
、
 
(
「
毛
利
家
文
書
」

四
i
一
二
六
二
～
六
四
)
慶
長
十
年
和
解
し
て
い
る
。
こ
の
年
吉
川
氏
、
福
原
氏
と
秀

元
の
和
解
も
行
な
わ
れ
た
が
、
表
面
的
な
も
の
で
、
元
和
三
年
に
な
っ
て
も
、
人
質
問

題
を
め
ぐ
っ
て
対
立
は
解
消
し
て
い
な
い
。
 
(
「
吉
川
家
文
書
」
二
一
一
三
＝
二
、
一

三
一
七
)

元
和
八
年
分
限
帳

「
毛
利
家
文
書
」
三
i
一
一
六
〇

「
閥
閲
録
」
一
-
一
〇
四
1
四
八

注
⑬
参
照

三
.
 
改
革
の
実
態

1
、
検

地

 
寛
永
検
地
は
、
熊
野
藤
兵
衛
就
郷
が
検
地
奉
行
で
あ
っ
た
た
め
、
熊
野
検
地
と
も
よ
ば
れ

る
。
熊
野
家
は
、
就
郷
の
子
藤
兵
衛
の
代
に
「
藤
兵
衛
儀
依
御
改
御
暇
被
下
候
」
と
牢
人
に
な

っ
た
た
め
、
検
地
奉
行
と
し
て
の
史
料
が
残
存
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
も
検
地
内
容
を
詳
細

に
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。

 
寛
永
元
年
七
月
二
十
三
日
、
 
コ
郡
一
二
人
宛
首
頭
を
定
、
在
々
諸
所
の
善
悪
其
外
諸
調
物

明
細
二
帳
を
認
、
可
芽
出
の
由
可
申
付
事
」
と
指
出
の
監
査
体
制
を
作
ら
せ
て
い
る
。
こ
れ
は

こ
の
度
の
検
地
が
指
出
で
あ
る
た
め
で
、
同
年
十
二
月
二
十
四
日
、
 
「
今
度
国
申
指
出
衆
中
え

可
令
相
知
条
々
」
が
出
さ
れ
、
検
地
事
業
が
開
始
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
縄
入
は
せ
ず
、

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
へ
 
 
 
ゐ
 
 
ヘ
 
 
へ
 
 
 
る
 
 
 
へ

 
「
一
、
両
国
中
御
蔵
入
、
給
方
不
相
残
、
元
和
七
八
九
寛
永
元
、
以
上
四
ケ
年
分
の
物
成
一

 
 
 
 
年
切
・
一
計
別
記
を
入
相
究
可
書
些
事

 
 
一
、
万
端
地
下
中
の
沙
汰
少
も
無
言
可
書
現
候
(
略
)

 
 
一
、
今
度
究
の
次
第
、
百
姓
善
悪
を
不
弁
、
所
務
相
井
諸
調
物
品
々
雛
不
申
出
候
は

 
 
 
随
分
百
姓
別
二
相
尋
、
於
其
上
も
不
分
明
は
何
様
共
糺
明
仕
可
聞
届
事
」

等
十
ニ
ケ
条
に
渡
り
注
意
が
あ
り
、
「
在
々
所
々
寸
地
も
不
仁
」
又
「
わ
ひ
し
き
独
居
の
鰻
餓

体
の
者
迄
」
も
確
認
し
、
百
姓
指
出
の
正
確
を
期
し
て
い
る
。
四
年
分
の
物
成
高
を
報
告
さ
せ
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週
半
る
が
、
「
増
減
の
事
は
不
苦
の
間
、
む
ら
な
き
や
う
に
、
は
か
ゆ
か
す
候
共
、
念
を
入
二

相
調
候
事
」
と
、
減
石
を
お
そ
れ
ず
実
態
を
把
握
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
現
実
に
合
せ
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
セ
 
 
ヘ
 
 
へ
 
の
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ
 
 
ぬ

「
此
度
の
配
当
、
春
物
成
究
、
給
人
百
姓
付
出
の
辻
、
四
ケ
年
折
合
せ
、
・
そ
れ
を
中
お
り
二
し

て
石
を
も
り
付
塁
間
、
不
成
と
申
も
の
在
之
間
内
の
事
」
と
坪
検
地
の
石
高
を
決
定
し
て
い

る
。
七
ッ
三
歩
成
の
物
成
を
五
ッ
成
と
し
た
た
め
、
四
年
間
の
平
均
物
成
の
倍
額
が
新
し
い
石

高
と
定
ま
っ
た
。
・

 
百
姓
指
出
検
地
と
し
た
の
は
、
慶
長
十
五
年
検
地
が
七
ッ
三
歩
成
と
厳
し
く
、
多
く
の
走
百

 
 
 
 
⑥

姓
を
出
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
七
ッ
三
歩
納
入
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
現
実
に
即

応
す
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
防
長
ご
国
の
総
石
高
は
、
慶
長
十
五
年
検
地
の
五

十
二
万
五
千
四
百
三
十
五
石
九
斗
五
合
か
ら
、
六
十
五
万
八
千
二
百
九
十
九
石
三
斗
三
升
一
合

と
な
っ
た
が
、
田
畠
の
面
積
に
ほ
と
ん
ど
変
化
は
な
い
。

2
、
家
臣
囹
削
滅

 
検
地
後
の
知
行
配
付
に
よ
り
蔵
入
物
成
が
確
保
さ
れ
る
と
、
物
成
減
少
分
だ
け
、
家
臣
団
へ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈲

し
わ
寄
せ
さ
れ
、
家
臣
の
実
質
知
行
高
が
減
じ
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
人
員
削
減
と
し
て
の
召

放
、
お
よ
び
減
石
が
行
な
わ
れ
た
。
元
和
八
年
、
秀
元
へ
仕
組
を
依
頼
す
る
際
、
 
「
知
行
二
戸

 
 
 
、
、
、
、
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ω

而
も
、
人
之
さ
し
引
二
巴
而
も
、
我
々
へ
之
用
捨
た
め
ら
い
入
間
敷
候
」
と
減
石
と
召
放
ち
と

示
唆
し
て
い
る
。

 
寛
永
二
年
八
月
二
十
八
日
に
大
組
頭
国
司
備
後
守
へ
拙
さ
れ
た
、
益
田
、
清
水
、
宍
道
よ
り

の
「
組
中
篤
」
に
「
被
召
放
候
給
人
」
と
い
う
こ
と
が
み
ら
れ
・
大
組
の
中
か
ら
召
放
た
れ
た

家
臣
の
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
元
和
八
年
分
限
帳
」
と
「
寛
永
四
年
分
限
帳
」
を

比
較
し
た
場
合
、
記
載
人
員
は
、
七
百
九
十
五
名
よ
り
六
百
三
十
名
と
、
百
六
十
命
名
減
少
し

て
い
る
。
全
て
が
召
放
ち
で
は
な
い
に
し
て
も
、
か
な
り
の
人
員
削
減
が
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
似
改
革
に
よ
る
召
放
ち
、
召
上
げ
の
具
体
列
が
二
、
三
「
簡
閲
録
」
よ
り
あ
げ
ら
れ
る
。
児

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈱
.
 

玉
与
兵
衛
望
郷
は
「
秀
元
様
御
改
之
時
分
、
持
合
之
知
行
一
方
被
召
上
」
て
い
る
し
、
寛
永
五

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈲

年
の
益
田
玄
蕃
の
書
状
に
「
伊
達
因
幡
事
、
此
以
前
被
召
放
候
」
と
あ
る
。
召
放
ち
の
要
因

は
・
正
保
の
改
革
の
例
で
み
る
と
・
改
革
時
に
お
い
て
・
幼
少
・
薪
熱
病
箏
で
あ
り
・
奉

公
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

次
に
改
革
に
よ
る
家
臣
知
行
高
の
変
化
を
、
元
和
八
年
、
寛
永
四
年
両
分
限
帳
の
比
較
に
よ

り
み
て
み
よ
う
。
総
高
で
は
、
約
二
十
七
万
三
千
石
よ
り
約
二
十
四
万
四
千
石
と
減
少
し
て

 
 
㈹

い
る
。

 
上
級
家
臣
に
つ
い
て
み
る
と
、
寛
永
二
年
五
百
石
以
上
の
百
名
の
家
臣
ド
は
、
増
石
二
十
九
名

減
石
三
十
七
乙
名
、
同
高
二
十
三
名
、
不
明
十
一
名
で
あ
る
。

 
次
に
五
百
石
未
満
の
家
臣
層
の
例
と
し
て
、
寛
永
二
年
大
組
桂
三
郎
兵
衛
組
葱
取
上
げ
て
み

よ
う
β
元
和
八
年
の
阿
曽
沼
帯
刀
組
五
十
四
名
は
、
大
組
頭
の
交
替
が
あ
っ
た
だ
け
で
、
ほ
と

ん
ど
そ
の
ま
ま
桂
組
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
五
百
石
未
満
四
十
二
名
の
内
、
増
石

五
名
、
減
石
十
八
名
、
同
高
十
名
、
不
明
九
名
で
あ
り
、
特
に
百
石
層
の
知
行
半
減
が
目
立

つ
。
総
じ
て
、
上
級
家
臣
に
は
緩
や
か
で
あ
り
、
下
級
家
臣
に
は
厳
し
い
減
石
の
姿
勢
が
示
さ

れ
て
い
る
と
い
え
る
。

 
 
 
(
表
禰
)
 
主
な
知
、
行
高
異
動
家
臣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
元
和
八
年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寛
永
二
年
増
減
備
考

 
家
 
 
臣
 
 
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
忌
数
切
捨
)

増
石

山
城
守

 
飛
騨
守
・

 
紀
伊
守

 
益
田
玄
蕃
頭

清
水
信
濃
守

 
宍
道
主
殿
助

 
阿
曽
沼
帯
刀

 
桂
能
登
守

福
原
丙
匠
正

 
渡
辺
主
計

減
 
石

福
原
左
近
允

.
 
堅
田
弥
十
郎

渡
辺
石
見
守

門
宇
太
郎
左
衛
門

柳
沢
新
左
衛
門

有
地
＋
左
衛
門

 
一
、
三
二
二
石

一
四
、
七
八
三

三
、
○
○
〇

一、

宦
寃
ﾐ

 
一
、
七
八
三

二
、
○
○
〇

 
一
、
六
九
一

 
一
、
○
○
〇

 
 
五
一
一

 
 
 
 
〇

一
〇
、
四
二
八

六
、
六
二
八

五
、
一
九
七

二
、
四
四
〇

三
、
四
〇
二

 
一
、
四
七
九

＝
二
、
○
○
○
石

六
、
○
○
〇

六
、
O
O
O

二
、
○
0
0

ご
、
五
〇
〇

三
、
○
○
〇

二
、
五
〇
〇

 
一
、
五
〇
〇

 
一
、
○
○
〇

 
 
五
〇
〇

八
、
○
○
〇

四
、
五
〇
〇

三
、
O
O
O

一
、
五
〇
〇

二
、
六
〇
〇

一
、
○
○
○

一
、
六
七
八
石

一
、
一
＝
七

三
、
○
○
〇

一
、
○
○
〇

 
 
七
一
七

一
、
○
○
○

 
「
八
〇
九

 
 
五
〇
〇

 
 
四
八
九

 
 
五
〇
〇

二
、

二
、

ご
、

四
二
八

一
二
八

一
九
七

九
四
〇

八
○
ご

四
七
九

右
田
毛
利
氏

阿
川
毛
利
氏

厚
狭
毛
利
氏

藩
政
担
当
者

同
右

同
右

手
廻
組
頭

同
 
右

大
組
頭

分
家
創
出

譜
代
(
広
俊
の
子
)

譜
代
(
元
慶
の
子
)

譜
代
(
分
家
創
出
)

譜
代
(
二
宮
就
辰

 
 
 
 
の
子
)

外
様
(
大
組
頭
)

国
衆
(
大
組
士
)

さ
ら
に
主
な
家
臣
個
々
に
つ
い
て
み
る
と
(
表
一
参
照
)
増
石
は
、
一
門
層
、
藩
主
血
縁
筋
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 x-  r 一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ω

の
諸
家
、
お
よ
び
藩
政
担
当
者
が
目
立
ち
、
減
石
は
宗
瑞
引
立
の
譜
代
家
臣
が
多
い
。
同
心
は

船
手
組
が
ほ
と
ん
ど
そ
う
で
あ
り
、
元
和
八
年
段
階
で
ほ
ぼ
固
定
し
て
い
た
と
い
え
る
。

 
「
寛
永
四
年
分
限
帳
」
と
「
正
保
二
年
分
限
帳
」
を
同
様
に
比
較
し
て
み
よ
う
。

 
正
保
二
年
時
五
百
石
以
上
の
家
臣
は
百
十
六
名
で
あ
る
が
、
そ
の
内
訳
は
、
増
石
十
四
名
、

減
石
十
三
名
、
同
高
七
十
二
名
、
不
明
(
新
規
召
抱
を
含
む
)
十
七
名
と
な
っ
て
お
り
、
寛
永

時
と
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
と
い
え
る
。
家
臣
知
行
高
は
上
級
家
臣
に
関
す
る
限
り
は
、
寛
永

二
年
の
改
革
に
よ
る
新
知
行
高
で
ほ
ぼ
定
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
勘
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
 
 
 
 
 
 
 
 
鋤

 
寛
永
二
年
の
知
行
配
付
に
関
し
て
、
利
岡
俊
昭
氏
を
は
じ
め
、
広
田
暢
久
氏
、
森
田
良
吉
氏

 
 
 
ゆ

関
順
也
氏
は
ほ
ぼ
次
の
考
え
で
あ
る
。
給
人
に
対
し
て
は
以
前
の
知
行
地
と
同
じ
高
で
与
え
た

の
で
、
給
人
の
実
質
的
な
減
少
分
が
そ
の
ま
ま
藩
庫
に
入
り
、
蔵
入
地
を
積
極
的
に
増
加
さ
せ

た
と
意
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

 
 
 
(
表
二
)
 
石
 
高
 
概
 
表

A
.
 
総
 
 
高

B
.
 
宗
藩
古
同

 
 
 
(
除
支
藩
)

C
.
 
蔵
 
入
 
高

蔵P
物
 
成
 
高

 
 
入
 
地
 
率

 
(
C
一
B
×
一
〇
〇
)

し
か
し
、
 
(
表
二
)

 
 
 
 
O

総

和

五
二
・
五
万
石

三
九
・
二

一
五
・
○

九
・
八

三
八
・
三
％

寛
 
 
永

六
五
・
八

四
七
・
五

一
九
・
五

九
・
七

四
一
・
一

斗
 
 
採

寸
 
 
治

六
七
・
七

四
九
・
四

三
〇
・
七

一
五
・
三

六
二
・
一

六
七
・
七

四
九
・
四

二
六
・
六

一
三
・
三

五
三
・
八

 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
如
く
、
物
成
高
は
、
わ
ず
か
に
減
少
し
、
蔵
入
地
も
そ
れ
ほ
ど
増
加

し
て
い
な
い
 
欝
欝
覚
書
に
も
「
先
御
蔵
入
七
ッ
三
歩
と
当
御
蔵
入
五
ッ
成
之
御
定
引
合
せ
申

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鰯

候
得
者
、
当
御
蔵
入
之
物
成
、
先
御
蔵
入
よ
り
す
く
な
く
御
座
封
事
」
「
此
節
御
改
測
而
御
蔵

入
茂
大
分
有
之
と
公
私
被
思
召
候
、
五
郎
右
衛
門
尉
時
と
、
只
今
多
き
と
被
思
召
候
と
之
御
定

之
物
成
を
合
せ
候
へ
は
、
七
ツ
三
歩
と
五
ッ
成
と
算
計
に
て
、
当
分
御
蔵
入
之
御
物
成
す
く
な

く
あ
た
り
藩
候
」
と
あ
る
。

 
家
臣
高
の
相
対
的
、
絶
対
的
激
少
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
分
だ
け
蔵
入
地
が
増
加
し
な
い

の
は
、
元
和
期
に
七
ッ
三
歩
の
物
成
が
現
実
に
は
入
っ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
。
蔵
入
物
成
は

現
状
維
持
で
あ
る
が
、
家
臣
高
が
減
少
し
た
の
で
相
対
的
に
増
加
し
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

3
、
知
行
地
配
付
の
実
態

 
検
地
の
結
果
を
春
と
に
、
寛
永
二
年
八
月
十
三
日
付
で
、

が
一
斉
に
出
さ
れ
た
。
 
一
斉
知
行
地
替

は
、
寛
永
以
降
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

寛
永
改
革
の
大
き
な
目
的
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。

 
市
村
氏
は
「
知
行
地
替
え
の
結
果
、
家

臣
知
行
地
を
細
分
化
し
一
門
以
下
の
重
臣

が
枢
要
地
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ

鋤た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
一
門
。
重
臣
が

軍
事
的
要
地
に
知
行
地
を
持
っ
た
こ
と

は
、
指
摘
の
通
り
だ
が
、
細
分
化
の
閥
題

に
つ
い
て
は
、
 
一
概
に
そ
う
い
え
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
下
「
寛
永
三
年
目

領
御
仁
郡
別
石
高
名
付
付
立
」
を
中
心
と

し
て
、
地
理
的
分
析
を
試
み
よ
う
。

 
長
府
毛
利
氏
、
吉
川
氏
は
慶
長
五
年
以

来
、
防
長
の
両
端
を
占
め
て
い
る
。
 
一
門

及
び
益
田
・
福
原
氏
は
＝
円
的
知
行
地
を

有
し
て
お
り
、
一
村
取
家
臣
の
領
地
に
つ

い
て
み
る
と
、
大
島
郡
は
村
上
氏
を
は
じ

め
と
す
る
船
手
組
に
属
す
る
者
の
知
行
地

で
あ
り
、
そ
の
他
の
家
臣
は
、
吉
川
、
長

府
領
の
周
辺
地
域
に
知
行
地
を
有
し
て
い

る
。
一
村
取
の
多
く
が
大
組
頭
で
あ
る
こ

と
よ
り
し
て
、
そ
の
軍
事
的
意
図
が
考
え

ら
れ
る
。

 
蔵
入
地
は
、
山
代
、
徳
地
と
い
う
紙
専

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈱

売
に
よ
り
藩
財
政
に
と
っ
て
貴
重
な
中
央

山
間
部
と
、
城
下
萩
周
辺
、
宇
野
(
山

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑳

写
真
の
よ
う
な
「
御
配
所
付
立
」(原寸のき)
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口
)
、
宮
市
、
三
田
尻
(
防
府
)
と
い
う
防
長
両
国
の
中
心
部
、
瀬
戸
内
の
港
湾
地
が
重
点
的

に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

 
一
般
家
臣
の
給
領
地
は
、
申
央
部
蔵
入
地
と
、
周
辺
部
の
上
級
家
臣
の
一
村
知
行
地
の
間
に

介
在
し
て
い
る
。

 
 
 
(
表
三
)
 
寛
永
三
年
給
領
御
配
日
別
石
高
名
付
付
立

一
十
石
高
(
石
)
一
蔵
入
高
率
膿
臣

阿
武
郡

美
祢
郡

大
津
郡

豊
田
郡

厚
東
郡

厚
狭
郡

吉
敷
郡

佐
波
郡

都
濃
郡

熊
毛
郡

大
嶋
郡

玖
珂
郡

計

五一
五〇二六六四六一三一一四六
八九四二二四四九二〇九二六
N  N  N  N  N  N  N  ｝  N  S  N  N  N

三四四. 七ニー七. 六七一五一一・一A四

七一一一七〇八二四四七二六
九ニー四四八一六五九五〇四

〇四一一一三三 一   二
六二〇九二〇五三四二四四五
N  ｝  N  N  N  N  N  N  N  N  ｝  N  N

三〇九五三八七四七二八九五
六六八三三三二五八九五四五
九二八五二三六八七九一三五
一
、

八六六八七一一三六四七五九
八三七六三九二八〇六三四七

蔵
錘
備

考

三四三二七五一四一ニー・一三
八五一〇〇五八五三五二八

萩
 
 
(
益
田
氏
)

 
 
(
阿
川
毛
利
氏
)

 
 
 
 
(
福
原
氏
㌧

 
 
(
厚
狭
毛
利
氏
)

宇
野
(
吉
敷
毛
利
氏
)

徳
地
・
宮
市

 
 
(
右
田
毛
利
氏
)

 
 
〔
徳
山
毛
利
氏
〕

 
 
 
 
(
宍
道
氏
)

〔
吉
川
氏
〕

 
 
 
 
 
 
 
 
(
秀
元
の
長
府
領
は
付
立
に
入
っ
て
い
な
い
)

 
(
表
三
)
は
、
 
「
寛
永
三
年
給
領
御
配
郡
別
石
高
名
付
付
立
」
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
知
行
地
家
臣
昌
昌
が
多
い
郡
は
、
阿
武
郡
、
美
祢
郡
、
吉
敷
郡
、
熊
毛
郡
で
あ
り
、
前
述

の
指
摘
を
裏
づ
け
て
い
る
。
知
行
地
家
臣
延
数
は
、
千
二
百
八
十
八
名
で
あ
る
が
、
寛
永
四
年

分
限
帳
に
よ
る
と
、
地
方
知
行
取
が
四
百
九
十
六
名
で
あ
る
こ
と
よ
り
し
て
、
地
方
知
行
家
臣

の
平
均
知
行
地
が
、
約
二
・
五
ケ
所
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

 
阿
武
郡
は
、
石
見
境
の
益
田
領
、
内
陸
部
の
一
般
家
臣
領
、
萩
周
辺
の
蔵
入
地
と
三
種
類
の

地
域
が
存
在
す
る
典
型
的
な
郡
で
あ
る
。
こ
れ
を
表
化
し
た
も
の
が
(
表
四
)
で
あ
る
。

 
一
村
全
て
蔵
入
地
か
、
全
て
給
領
地
か
の
い
ず
れ
か
の
場
合
が
多
い
。
給
人
数
一
名
の
所
は

益
田
越
申
(
元
祥
の
孫
元
日
)
と
そ
の
一
族
の
所
領
で
あ
り
、
給
人
数
の
少
な
い
高
佐
、
福
田

村
等
は
、
毛
利
紀
伊
守
、
毛
利
山
城
守
、
益
田
越
中
等
の
、
一
，
門
下
の
飛
地
知
行
地
で
あ
る
。

給
人
数
の
多
い
徳
佐
、
三
年
等
は
、
中
、
下
級
家
臣
の
知
行
地
が
多
い
。
後
に
述
べ
る
、
手
廻

組
、

国
司
備
後
組
の
よ
う
に
、
組
毎
に
知
行
地
が
配
付
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

 
(
表
四
)
 
阿
武
郡
寛
永
三
年
村
別
石
高
内
訳
(
瑞
数
四
捨
五
入
)

村
 
 
名

徳
佐
郷

断
雲
郷

高
佐
郷

賀
年
子

片
 
 
俣

福
 
 
田

地
 
 
福

吉
 
 
部

福
 
 
井

紫
 
 
福

弥
 
 
富

鈴
野
川

上
小
川

上
田
万

下
田
万

江
 
 
崎

下
小
川

塾
生
賀

須
 
佐

奈i宇

田古

村
高
(
石
)

三
、
五
八
○

三
、
ゴ
ニ
五

二
、
六
四
三

一一

A
八
〇
七

八
五
四

一
、
六
六
〇

一
、
九
〇
六

四
、
〇
九
四

五
、
四
一
八

四
、
〇
六
〇

二
、
二
九
五

三
九
六

二
、
 
六
七
二

七
二
九

一
、
一
九
二

一
〇
〇

二
、
五
五
八

一
、
〇
五
四

一
、
九
六
八

七
二
六

一
、
七
〇
八

葵
高
(
石
)
懸
人
高
(
石
)

○

 
一
、
三
七
五

蔵
目
喜
村
一
村

ご
二

三
〇○○一

二
、
四
〇
三

 
(
御
屋
敷
)

二
、
一
九
八

一
五
〇

○
・
○○○○

一
〇
〇

○○○

七
二
六○

三
、
五
八
○

一
、
九
四
〇

二
、
六
二
一

二
、
七
七
七

八
五
四

一
、
・
六
六
〇

一
、
九
〇
五

一
、
六
九
一

三
、
二
二
〇

三
、
九
一
〇

給
人
数
(
人
)

八
八

一
一八

五
三九八  七

三
六

二
六

二
九

二
、
二
九
五
.
 

三
九
六

二
、
 
山
ハ
.
 
七
二

七
二
九

一
、
一
九
二

○

二
、
五
五
八

一
、
〇
五
四

一
、
九
六
八

○

 
 
一

(
益
田
越
中
)

 
 
一
，

 
(
 
〃

 
 
一

 
(
 
〃

 
一(

 
〃

v lv V

 
一(

 
〃
 
)

○

 
 
 
 
 
二

(
渡
辺
石
見
・
主
計
)

 
 
一

(
益
田
隼
人
)

 
 
一

(
益
田
越
中
)

 
 
○

一
、
七
〇
八
幽

 
 
一

〔
徳
山
毛
利
〕
.
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木
 
 
与

大
 
 
井

惣
 
 
郷

 
三
 
 
見

L
μ
 
田

川三明糖

 々 東

上並木西嶋

大
 
 
嶋

二
七
〇

三
、
五
〇
五

五
五
一

四
、
三
三
二

八
、
九
六
〇

二
、
八
六
九

二
四
四

一
・
旦

一
七
〇

一
、
五
三
六

五
五
一

四
、
三
一
二

八
、
九
三
七

二
、
八
六
九

二
四
四

一
、
九
六
九

○
二
〇

中
井○○

 
 
一

(
益
田
隼
人
)

 
 
一

〔
徳
山
毛
利
〕
層

O
 
一(

慈
光
寺
)

二○○

(
表
白
)
 
知
 
行
 
地
 
分
 
散
 
表

一二三四五〇
N  N  ｝  N 't 'S

○
○
○
石
以
上

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
〇

九
〇
〇

 
 
七
〇
〇

 
 
五
〇
〇

 
 
三
〇
〇

 
 
一
〇
〇

 
 
 
五
〇

五
〇
石
未
満

計

一
ケ
所
［
ニ
ケ
所
一
三
ケ
所
一
四
ケ
所
一
五
ケ
所

一九一
二

三

 
一二

六
名

一

 
一

二

＝
一

 
一

四五四
三
〇
名

       一     三    一   二 ニー一
＝
名

一一二
名

一
一
名

 
以
上
、
全
体
的
、
地
域
的
に
概
観
し
た
が
、
次
に
家
臣
個
々
の
知
行
地
に
つ
い
て
考
え
て
み

よ
う
。
家
臣
全
員
の
知
行
地
に
つ
い
て
明
ら
か
に
で
き
な
い
が
、
閥
閲
録
に
残
存
し
て
い
る
寛

永
二
年
の
「
御
配
所
付
立
」
七
十
回
分
を
表
に
し
た
の
が
(
表
五
)
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と

知
行
地
が
、
あ
る
程
度
集
中
的
に
配
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

 
元
和
下
期
に
は
、
分
散
的
で
あ
っ
た
上
級
家
臣
も
、
一
郷
一
村
制
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
、
知

行
地
を
集
中
化
さ
れ
、
一
円
的
本
拠
地
と
飛
地
と
い
う
場
合
が
多
い
。
元
和
期
と
比
較
で
き
る

例
は
少
な
い
が
、
最
も
象
徴
的
な
も
の
と
し
て
、
井
原
加
賀
下
家
が
あ
げ
ら
れ
る
。
元
和
五
年

 
 
 
 
 
紛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
幽

の
十
三
ケ
村
よ
り
、
寛
永
二
年
に
は
三
ケ
村
に
集
中
化
し
て
い
る
。
寛
永
二
年
度
の
知
行
地
三

ケ
村
は
、
熊
毛
郡
西
三
輪
村
、
同
士
宇
佐
木
村
、
大
津
郡
日
置
村
で
あ
る
。
西
三
輪
村
三
千
七

百
石
余
を
本
拠
地
に
、
飛
地
ニ
ケ
村
を
も
っ
て
い
る
。
宇
佐
木
村
は
西
三
輪
村
と
は
、
一
村
隔

て
た
村
で
あ
り
、
日
置
村
は
、
萩
の
賄
料
地
、
あ
る
い
は
上
級
家
臣
の
石
高
調
整
地
と
み
ら

㈲
れ
、
井
原
氏
知
行
地
の
集
中
性
が
指
摘
で
き
る
。

 
次
に
、
中
級
家
臣
以
下
の
寛
永
二
年
に
お
け
る
知
行
地
配
付
状
況
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
餌

 
寛
永
四
年
分
限
帳
の
手
廻
組
三
十
名
の
知
行
地
を
示
し
た
の
が
、
 
(
表
六
)
で
あ
る
。
阿
武

郡
紫
福
村
、
福
井
村
全
て
の
給
領
地
を
、
知
行
地
と
し
て
こ
の
組
の
み
で
占
め
て
い
る
。
百
石

以
下
の
家
臣
は
一
村
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
家
臣
は
、
一
対
一
か
、
二
対
一
に
計
画
的
に
分
散

さ
れ
て
い
る
。
手
廻
組
の
性
格
上
、
萩
に
近
い
給
領
地
を
与
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

 
大
組
の
、
中
下
級
家
臣
の
例
と
し
て
、
次
に
国
可
備
後
組
五
百
石
未
満
三
十
六
名
の
知
行
地

割
(
表
七
)
を
み
て
み
よ
う
。
三
十
六
名
の
家
臣
は
、
八
月
十
三
日
の
知
行
替
に
、
国
司
組
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈹

し
て
五
千
五
百
五
十
石
を
、
玖
珂
郡
久
原
村
以
下
十
ニ
ケ
村
に
ま
と
め
て
配
付
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
場
合
も
、
.
 
百
石
未
満
の
家
臣
は
、
一
村
の
み
に
知
行
地
を
有
し
、
百
石
以
上
の
家
臣
は
大

半
が
二
村
で
あ
る
。

(
表
六
)
手
廻
組
知
行
地
割

 

五
〇
〇
石
 
 
粟
屋
隼
人

宍
道
五
郎
左
衛
門

宍
道
 
内
匠

四
〇
〇
石
 
 
香
取
 
外
記

三
〇
〇
石
 
 
児
玉
 
伊
織

半
井
 
播
磨

宮
木
 
藤
仲

黒
沢
 
七
内

阿
武
郡

一. A. .  一一-一一s . A-s NAv.  . nyM . 一一vs NVs . . A''

紫福紫福紫福紫福紫福紫福紫福紫福
福井福井福井福井福井福井福井福井
口上郷郷側郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷

五五五五〇〇五五〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇 oo oo oo oo oo oo oo
石石石石石石石石石石石石石石石石

Res.  Rep.  of Ube Tech.  Coll. .  No. 24.  March， 1978



0
ン
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1 萩藩寛永2年改革について

○
○
石

五
〇
石

○
○
石

粟
屋
刑
部
左
衛
門

内
藤
伊
織

竹
田
 
玄
徳

勝
田
 
道
可

景
山
与
三
左
衛
門

計
 
 
三
〇
名

宍
戸
左
馬
介

内
藤
勘
左
衛
門

福
井
丹
後
守

石
黒
沢
兵
衛

松
原
喜
兵
衛

村
尾
長
次
左
衛
門

岩
山
㎝
 
 
 
｛

岩 平  小 赤
芽 田 方 川

藤 道
兼 有

内 数
  馬記

半
井
 
将
監

村
上
豊
後
守

牛
尾
左
源
太

粟
田
伝
済

大
和
彦
四
郎

杉
岡
主
馬

薫
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〇紫紫紫紫紫福紫福紫福紫福紫福紫福紫福紫福紫福紫福紫福紫福紫福紫福福紫不紫福紫福
                                            福井福井石福福福福福井福井福井福井福井福井福井福井福井福井福井福井福井福井井福
 郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷9RK郷郷郷郷郷郷郷郷郷reB郷郷郷郷郷里三郷郷郷銀区郷郷明郷郷郷郷

○○○○〇五〇五三六三六三六三六三六三六三六三六三六三六〇〇三六〇五
〇〇〇〇〇〇〇〇二七二七二七二七二七二七二七二七二七二七〇〇二七〇〇
三石二二二二二二・・・・・・・・・・・・・・・・・…  石石・・石石
          七二七二七二七二七二七二七二七二七二七二   七二
          七三七三七三七三七三七三七三七三七三七三   七三
          石石石石石上石石石上鳴石石石石弓石弓血石   石石

五五五五
〇〇 oo
石石石石

五
〇
石

前
原
七
兵
衛

蔵
田
忠
左
衛
門

入
江
左
近
正

綿
貫
木
工
助

児
玉
与
兵
衛

田
申
肥
前
守

A A t一一N A A A
 厚都美厚美厚美都美
 狭濃祢東祢東祢濃祢
 郡郡郡郡郡郡郡郡郡
不           不
 鴨須岩須岩穴岩須岩
 ノ々永恵永恵永々永
 庄万村村村村村万村
明村村      村 明

一
〇
石

九
〇
石

一
一
石

八
九
石

＝
一
石

八
八
石

一
〇
三

九
〇
石

五
四
・
一
四
石

じ矛
松
孫
左
衛
門

武
安
助
左
衛
門

友
田
次
郎
兵
衛

粟
屋
源
左
衛
門

三
隅
内
蔵
允

三
田
市
兵
衛

(
玖
珂
郡
不
久
原
村
明

(期

ﾜ
(
鑛
翻

賀
年
村

岩
永
村

須
恵
村

鋳
銭
司
村

(
暴
郡
不
鴨
ノ
購

(聾

p
酵
粧
村

、
玖
珂
郡
久
原
村

六
九
・
五
四
六
石

三
〇
・
四
五
四
石

七
七
・
九
八
六
石

兼
重
弥
兵
衛

前
原
四
郎
兵
衛

  . . ''N 一
 玖阿都美吉吉
 珂武濃祢敷敷
 郡郡郡郡郡郡
不

鴨鋳須岩賀 久賀須岩朝鋳
ノ銭恵永年 原年々永倉銭
庄司村村村 村村万村村司
      明   村

五二八二七
八二八五四
・石石 ・・
二    二七

八   四六
四   石石
石

○
○
石

高
須
惣
左
衛
門

木
村
又
蔵

児
玉
新
左
衛
門

小 兼
方 重

主 采
計 女

t'一'''.  A A r一一. 一A. 一s A t''一S

 吉厚美玖美都厚美 玖都阿
敷東祢珂祢濃狭祢 珂濃武
郡郡郡郡郡郡郡郡不郡郡郡

不不

村明明

○
○
。
四
八
二
石

六
九
・
四
石

三
〇
・
一
一
九
石

九
〇
石

一
〇
石

七
七
。
九
八
六
石

(
表
七
)
 
国
司
備
後
組
知
行
地
割

○
○
石
 
 
前
原
七
太
夫

、
阿
武
郡

朝須岩久岩須鴨岩 久須賀
倉恵永原永々の永 原々年
村村村村村万庄村明村万村
      村村            村

八
五
石

七
五
石

四
〇
石

七
〇
石

三
〇
石

六
五
石

三
五
石

七
〇
石

六
〇
石

四
〇
石

三
〇
石
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一
〇
〇
石
 
 
湯
川
平
左
衛
門

八
○
石

七
〇
石

六
〇
石

五
〇
石

庄
原
市
郎
兵
衛

児
玉
十
兵
衛

長
尾
九
左
衛
門

飯
田
平
左
衛
門

綿
貫
弥
左
衛
門

赤
川
次
郎
左
衛
門

桜
井
助
右
衛
門

児
玉
惣
左
衛
門

椋
梨
次
郎
左
衛
門

佐
伯
五
郎
左
衛
門

児
玉
左
馬
介

金
山
次
郎
八

長
治
七
郎
左
衛
門

門
田
但
馬
守

熊
野
 
図
書

 
計
 
 
三
六
名

(躾

ﾜ
喘
繭

(躾

k
黒
滝
村

都
濃
郡
須
々
万
村

(
豊
田
郡
 
神
田
村

(暫

p
菰
野
村

 
豊
田
郡
 
神
田
村

 
 
 
 
不
 
 
 
明

美
祢
郡
岩
永
村

美
祢
郡
岩
永
村

美
祢
郡
岩
永
村

美
祢
郡
岩
永
村

 
吉
敷
郡
 
鋳
銭
司
村

 
吉
敷
郡
 
鋳
銭
司
村

 
吉
敷
郡
 
鋳
銭
司
村

 
 
 
 
不
 
 
 
明

 
吉
敷
郡
 
鋳
銭
司
村

美
祢
郡
 
岩
永
村

 
 
五
、
五
五
〇
石

八六四五五四五四五
〇〇〇〇〇二七二八
石石石石石・・石石
      五五
      石井

七
〇
石

六
〇
石

六
〇
石

六
〇
石

五
〇
石

五
〇
石

五
〇
石

五
〇
石

五
〇
石

 
以
上
、
ご
組
の
例
よ
り
、
中
、
下
級
家
臣
の
知
行
地
は
組
毎
に
配
付
さ
れ
、
百
石
未
満
は
一

村
の
み
で
あ
り
、
百
石
よ
り
五
百
累
層
の
家
臣
は
こ
ケ
村
に
分
散
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

 
寛
永
二
年
時
に
お
け
る
家
臣
団
知
行
地
配
付
の
方
針
は
、
そ
の
地
理
的
分
析
か
ら
、
地
方
知

行
制
の
維
持
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
小
身
衆
に
は
分
散
的
な
入
組
知
行
を
な
し
、
藩
権
力
の

確
立
を
は
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
利
岡
氏
の
説
に
は
、
一
概
に
は
う
な
づ
け
な
い
。
ニ
ケ
村
分
散

の
場
合
で
も
、
五
百
石
以
上
は
、
山
陽
部
(
南
石
)
の
本
拠
地
と
、
山
陰
部
(
罐
石
)
の
萩
賄

料
で
あ
る
飛
地
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
典
型
的
な
例
と
し
て
、
千
石
の
乃
美
監
物
は
、
熊
毛
郡

西
三
輪
吉
井
村
に
九
百
石
、
阿
武
郡
地
福
村
に
百
石
得
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
寛
永
二
年
八
月
二
十
三
日
の
「
定
」
で
「
郷
切
、
封
切
、
石
高
を
引
渡
候
間
、
相
給
主
相
談

其
内
の
村
を
直
の
な
ら
し
合
せ
候
て
反
心
を
わ
け
、
打
渡
の
高
二
石
を
も
り
付
、
新
帳
相
調
可

上
納
事
」
と
村
内
は
抽
出
主
に
ま
か
せ
ら
れ
て
い
る
。

 
五
百
石
未
満
の
家
臣
は
、
組
毎
に
知
行
地
を
配
付
き
れ
た
た
め
、
組
士
に
均
等
に
土
地
配
分

で
き
る
よ
う
南
石
、
一
石
に
分
散
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
注
)

(2) (1)(4) (3)⑤(6)(7)(8)(ID aO) (9)

「
閥
閲
録
」
三
-
三
七
〇
、
正
保
の
改
革
の
時
で
あ
ろ
う
か
。

譜
録
益
田
頼
揖
家
(
「
山
口
県
史
料
近
世
編
法
制
上
」
一
二
頁
所
収
、
以
下
山
口
県
史

料
と
記
す
)

大
記
録
三
(
「
山
口
県
史
料
」
三
五
頁
所
収
)

譜
録
三
井
善
兵
衛
家
(
「
山
口
県
史
料
」
三
四
頁
所
収
)
こ
の
史
料
は
、
元
和
八
年
、

三
井
善
兵
衛
へ
再
検
の
た
め
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
今
回
も
同
様
な

趣
旨
で
行
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

考
証
論
断
七
一
(
「
山
口
県
史
料
」
三
六
頁
所
収
)
、
寛
永
三
年
十
二
月
五
日
の
徳
山

 
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

藩
譲
羽
村
庄
屋
与
左
衛
門
差
出
の
坪
付
帳
(
「
徳
山
市
史
史
料
上
」
二
〇
六
頁
)
に
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

「
筆
者
去
年
御
究
之
時
、
四
ケ
年
之
物
成
各
御
百
姓
中
差
出
仕
上
辻
を
以
折
合
、
五
ッ

へ成
に
し
て
新
一
調
上
申
候
、
庄
屋
百
姓
中
と
し
て
、
石
辻
寄
退
ケ
毛
頭
不
仕
候
」
と
あ

る
Q

走
百
姓
三
千
二
百
余
名
の
た
め
荒
所
も
で
き
、
三
井
検
地
以
来
の
百
姓
分
散
に
よ
り
、

小
倉
に
周
防
町
、
長
門
町
も
出
現
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
「
牛
庵
覚
書
」
 
(
「
毛
利
家

文
書
」
四
-
一
五
五
七
)

三
坂
圭
治
氏
「
井
井
の
財
政
と
撫
育
」
三
六
～
四
二
頁

寛
永
検
地
の
石
高
か
ら
考
え
る
と
、
元
和
期
の
物
成
七
ツ
三
歩
は
建
前
で
、
実
際
に
は

平
均
六
ツ
三
歩
弱
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
確
実
に
七
ッ
三
歩
成
で
あ
る
な
ら
ば
、

寛
永
検
地
で
は
総
高
七
十
六
万
七
千
余
石
と
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

同
高
の
場
合
で
も
、
物
成
が
七
ツ
三
歩
か
ら
五
ツ
に
な
っ
た
分
だ
け
実
質
減
少
し
た
。

例
え
ば
百
石
取
で
あ
れ
ば
、
物
成
高
七
十
三
石
か
ら
五
十
石
に
な
っ
た
。

「
毛
利
家
文
書
」
四
-
一
四
四
五

「
閥
国
庫
」
一
-
四
五
三
-
九
六

分
限
帳
に
よ
り
記
載
方
法
が
違
い
、
必
ず
し
も
減
少
分
が
全
て
召
放
ち
と
は
限
ら
ず
扶

持
米
取
化
し
た
者
、
記
載
も
れ
も
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
寛
永
乎
)

寛
永
四
年
分
限
帳
の
奥
書
に
「
虚
者
寛
文
二
年
二
曲
改
新
帳
寛
永
四
年
二
月
二
十
三
日

二
武
州
於
江
戸
粟
屋
平
左
衛
門
本
書
写
之
畢
、
此
一
冊
者
口
羽
清
士
方
二
有
之
密
書
之

由
二
而
御
用
所
よ
り
被
差
越
遠
近
方
二
無
之
怠
者
写
し
可
仰
付
と
の
儀
二
付
而
寛
延
三

年
五
月
写
之
」
と
あ
る
。
寛
永
改
革
後
の
家
臣
知
行
高
を
知
り
う
る
史
料
で
あ
る
。
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萩藩寛永2年改革について21

働
 
 
「
閥
閲
録
」
一
ご
1
二
〇
六

⑱
 
「
閥
閲
録
」
四
-
二
三
七

ω
 
「
重
重
録
」
二
一
八
＝
、
井
上
新
兵
衛
家
譜
に
「
益
田
牛
庵
(
元
祥
)
改
之
時
分
、

 
 
御
家
来
数
多
御
暇
被
藩
候
」
と
あ
乃
が
、
前
後
の
史
料
か
ら
、
正
保
の
改
革
を
行
な
つ

 
 
た
無
庵
(
元
発
)
の
間
違
い
と
思
わ
れ
る
。
閥
虚
夢
編
纂
時
(
享
保
)
に
、
牛
庵
と
無

 
 
庵
の
寛
永
、
正
保
の
改
革
が
混
同
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

㈱
 
「
重
病
録
」
一
一
八
四
四
、
渡
辺
小
右
衛
門
家
譜
に
「
七
兵
衛
事
眼
病
相
煩
、
御
記
之

 
 
節
右
之
四
百
石
頭
召
上
之
候
」
と
あ
る
。

⑯
 
実
質
物
入
は
相
当
の
減
収
で
あ
る
。
注
㈹
参
照

αの

@
市
村
氏
(
前
掲
論
文
二
一
〇
頁
)
の
指
摘
が
あ
る
が
、
氏
は
元
和
八
年
と
正
保
二
年
分

 
 
限
帳
を
比
較
し
て
お
ら
れ
、
こ
の
変
化
が
、
寛
永
二
年
、
そ
れ
も
宗
瑞
の
死
亡
し
た
年

 
 
に
お
き
て
い
る
こ
と
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

.
 
⑯
 
「
山
口
県
近
世
史
研
究
要
覧
」
四
六
頁

⑲
 
「
藩
政
確
立
期
の
諸
問
題
」
三
二
頁
(
「
山
口
県
地
方
史
研
究
」
第
七
号
)

⑳
層
前
掲
輪
文
六
〇
頁

⑳
 
前
掲
書
九
頁

㈱
 
三
坂
圭
治
氏
前
掲
書
、
四
五
、
四
七
、
六
三
、
七
四
頁
よ
り
引
用
作
成

㈱
 
「
腿
閲
録
」
一
1
一
〇
五
1
五
〇

⑳，

u
閥
閲
録
」
一
一
一
〇
〇
1
四
九

㈱
.
 
注
ω
参
照

㈱
 
福
原
家
文
書
(
宇
部
市
立
図
書
館
所
蔵
)
吉
敷
郡
白
松
村
は
厚
東
郡
宇
部
村
の
東
隣
り

⑳
 
市
村
氏
前
掲
論
文
一
九
七
頁

㈱
峯
岸
氏
前
掲
論
文
二
四
二
頁
に
よ
れ
ば
、
承
応
二
年
に
お
け
る
紙
専
売
に
よ
る
収
入
は

 
 
蔵
入
財
政
の
二
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
た
。

㈲
 
分
限
帳
記
載
者
は
、
六
百
三
十
名
で
あ
る
が
、
五
十
石
以
下
百
四
十
九
名
の
う
ち
、
無

 
 
役
衆
十
五
名
を
除
い
た
百
三
十
四
名
は
船
頭
で
あ
り
、
地
方
知
行
で
は
な
い
。

㈲
 
市
村
氏
は
前
掲
論
文
二
一
〇
頁
で
、
知
行
地
の
村
数
で
分
散
度
を
示
し
て
お
ら
れ
る
が

 
 
数
ケ
村
に
知
行
地
が
あ
る
場
合
で
も
、
必
ず
し
も
分
散
知
行
で
は
な
い
。
地
域
的
に
隣

 
 
，
接
レ
、
一
村
取
知
行
の
場
合
は
一
ケ
所
と
レ
た
。
例
え
ば
、
右
田
毛
利
氏
は
、
十
六
ケ

 
 
村
で
あ
る
が
、
十
三
ケ
村
は
旧
右
田
村
(
現
防
府
市
右
田
)
で
あ
り
、
 
一
円
地
で
あ

 
 
る
。

鋤
 

「
閥
走
査
」
一
一
六
七
二
一
三

㈱
(3T (ss)

「
閥
閲
録
」
一
-
六
七
三
一
四

日
置
村
の
「
寛
永
三
年
石
高
名
付
付
立
」
に
は
、
村
高
五
千
百
余
石
に
対
し
、
蔵
入
地

三
百
七
十
三
石
と
、
給
領
地
二
千
五
百
千
石
し
か
記
載
が
な
く
、
脱
漏
が
あ
る
。
明
ら

か
な
給
人
に
は
、
阿
曽
沼
帯
刀
、
粟
屋
肥
後
、
井
原
加
賀
、
堅
田
就
政
、
桂
能
登
、
久

佐
孫
三
郎
、
福
原
内
匠
正
、
」
毛
利
飛
騨
、
祖
式
二
郎
兵
衛
、
榎
本
遠
江
、
宍
道
式
部
な

ど
藩
政
担
当
者
や
、
大
組
頭
、
寄
組
曲
、
市
木
大
方
、
お
あ
や
、
中
将
な
ど
の
女
性
の

無
役
衆
が
お
り
、
賄
料
地
で
あ
ろ
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

表
六
、
表
七
と
も
「
寛
永
三
年
給
領
御
盛
郡
別
石
高
名
付
付
立
」
と
「
寛
永
四
年
分
限

帳
」
と
の
照
合
作
成

「
閥
閲
録
」
一
-
-
四
五
ニ
ー
九
五
、
国
司
備
後
組
の
五
百
石
以
上
の
家
臣
は
、
個
人
別

に
「
御
配
所
付
立
」
を
受
け
取
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
山
口
県
近
世
史
研
究
要
覧
」
四
七
頁

慶
長
十
六
年
の
宗
瑞
「
覚
」
 
(
「
閥
閲
録
」
一
一
六
九
八
-
一
九
)
に
、
大
嶋
、
熊
毛

都
濃
、
佐
波
、
吉
敷
、
厚
狭
、
厚
東
郡
を
南
瓦
と
し
、
大
坂
運
上
に
あ
て
、
大
津
、
豊

田
、
阿
武
郡
は
萩
蔵
納
と
す
る
と
あ
る
。
こ
れ
を
南
石
、
北
石
と
よ
ん
で
い
る
。

 
寛
永
二
年
八
月
二
十
八
日
の
「
覚
」
(
「
閥
閲
録
」
一
-
四
五
三
-
九
六
)
に
、
薪
、

馬
の
ぬ
か
、
草
の
萩
送
り
規
定
が
あ
り
、
津
出
は
六
里
と
い
う
規
定
と
考
え
合
せ
る

と
、
萩
周
辺
部
に
知
行
地
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
賄
料
地
が
設
け
ら
れ
た
と
思
ね

れ
る
。

「
山
口
県
史
料
」
三
六
頁

四
、
改
箪
の
歴
史
的
意
義

-
、

普
請
役
対
応
体
制
か
ら
尿
続
的
体
制
へ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
①
奉
公
人
に
よ
る
陣
夫
役

 
元
和
七
年
の
宗
瑞
よ
り
秀
就
へ
の
書
状
に
、
松
平
忠
輝
、
福
島
正
則
の
改
易
例
を
あ
げ
、
行

儀
に
注
意
す
べ
き
こ
と
を
訓
戒
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
元
和
以
降
の
幕
藩
関
係
は
、
普
請

 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
へ

役
の
減
少
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
し
だ
い
に
安
定
レ
て
き
て
い
る
。
「
と
か
く
当
分
御
家
御
続

 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
 
へ

之
た
め
に
候
か
ち
は
」
と
、
関
ヶ
原
戦
後
処
理
、
六
ケ
国
忌
租
、
普
請
役
を
「
当
分
の
御
配

り
」
で
、
臨
時
的
に
遂
行
し
て
き
た
体
制
を
永
続
的
に
改
め
る
た
め
に
、
改
革
が
実
行
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
陣
夫
役
を
仁
心
に
考
察
し
て
み
よ
う
。
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22血正脇

 
佐
々
木
潤
之
介
氏
は
「
軍
役
人
数
は
主
と
し
て
、
農
民
夫
役
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
」

と
い
わ
れ
、
峯
岸
氏
は
「
給
人
は
知
行
地
の
百
姓
を
人
夫
と
し
て
徴
発
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
が
、
一
三
の
慶
長
・
元
和
期
に
そ
れ
が
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

 
譜
代
の
藩
と
異
な
り
、
関
ケ
原
戦
後
、
防
長
ニ
ケ
国
へ
大
幅
に
減
封
さ
れ
た
萩
藩
は
、
家
臣

団
の
多
く
が
、
そ
の
陪
臣
、
被
官
・
中
間
・
奉
公
人
を
引
連
れ
て
移
住
し
た
た
め
、
石
高
不
相

応
の
多
く
の
人
員
が
存
在
し
た
。
こ
の
過
剰
人
員
が
、
普
請
役
用
と
し
て
当
て
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

 
慶
長
九
年
の
萩
築
城
の
際
、
「
足
軽
中
間
ノ
者
ハ
自
ラ
出
テ
コ
レ
ヲ
運
ヘ
リ
」
と
あ
り
、
幕

末
、
藩
政
を
担
当
し
た
兼
重
慎
一
も
「
ず
っ
と
古
く
は
や
は
り
足
軽
中
間
、
ま
た
は
大
身
者
の

家
来
共
は
皆
自
分
で
土
工
事
に
働
い
て
、
人
夫
同
様
の
仕
事
を
す
る
行
き
成
り
で
あ
り
ま
し
た

」
と
、
下
級
家
臣
、
陪
臣
が
普
請
役
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
慶
長
十
五
年

ご
月
十
四
日
、
公
儀
普
請
中
の
組
頭
桂
三
郎
兵
衛
へ
出
さ
れ
た
「
覚
」
に
「
此
中
相
抱
候
被
官

中
間
、
公
領
人
給
他
領
二
罷
居
、
か
け
て
奉
公
之
者
出
入
申
候
と
も
、
今
度
普
請
中
者
不
及
其

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈹

沙
汰
可
召
遣
候
、
追
而
可
遂
糺
明
事
」
と
あ
り
、
普
請
に
お
け
る
被
官
中
間
の
存
在
を
指
摘
で

き
、
元
和
三
年
の
「
家
中
申
聞
条
々
」
に
、
軍
役
の
際
「
被
官
、
中
間
拘
候
者
人
か
ら
を
撰
、

取
分
武
具
に
は
ま
り
富
者
別
て
可
入
念
事
」
と
使
用
す
る
例
が
み
ら
れ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
、
普
請
役
夫
が
一
応
確
保
で
き
る
か
ら
こ
そ
、
慶
長
十
三
年
の
「
役
目
昼
時
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
 
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お

被
官
中
間
立
詰
、
人
夫
停
止
之
事
」
 
「
物
成
の
外
百
姓
召
遣
間
敷
事
」
と
い
う
禁
止
令
が
効
果

を
も
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
後
、
慶
長
十
山
ハ
年
「
内
夫
の
事
、
一
切
遣
申
間
敷
事
、
其
営
々
の

内
の
者
於
有
之
食
を
あ
っ
ら
へ
、
た
か
せ
物
申
候
、
港
内
の
土
気
之
候
は
、
各
小
者
二
成
共
可

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊥

申
付
候
、
百
姓
遣
指
事
、
停
止
可
申
付
候
事
」
と
帳
付
百
姓
を
保
護
し
、
慶
長
十
九
年
置
百
姓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
3

を
や
と
ひ
軍
役
致
間
敷
写
、
付
、
人
足
遣
候
儀
、
一
切
有
間
忌
事
」
と
百
姓
の
軍
役
使
用
を
禁

止
し
て
い
る
。
慶
長
十
九
年
の
知
行
替
規
定
で
ば
「
帳
は
つ
れ
の
も
の
を
近
年
取
中
間
以
下
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑬

も
め
し
遣
候
ハ
x
、
心
儘
に
め
し
つ
れ
候
て
先
々
可
罷
越
候
」
と
あ
り
、
帳
は
ず
れ
百
姓
も
普

請
用
奉
公
人
と
し
て
給
人
に
付
属
さ
れ
て
い
る
σ

 
中
国
八
ケ
同
時
代
行
な
っ
た
慶
長
三
～
五
年
の
兼
重
・
蔵
田
検
地
の
帳
付
百
姓
を
基
本
と
し

㈲て
物
成
を
負
担
さ
せ
、
防
長
移
入
し
た
下
級
臣
、
小
者
お
よ
び
帳
は
ず
れ
の
百
姓
を
普
請
役
労

働
者
と
し
た
。
そ
れ
故
、
益
田
牛
庵
が
、
前
任
者
の
失
政
と
し
て
「
大
坂
御
陳
、
広
嶋
御
母
之

時
、
俄
二
新
参
者
被
御
抱
候
、
其
上
、
長
柄
、
小
道
具
ニ
ハ
在
々
之
百
姓
を
御
雇
候
て
虚
蝉
連

 
⑱

候
古
又
」
と
批
難
し
、
普
請
役
に
帳
付
百
姓
を
使
い
、
走
ら
せ
た
給
人
が
「
百
姓
を
役
目
に
出
し

候
儀
、

 
 
 
 
 
㈲

不
薬
事
二
候
」
と
糾
弾
さ
れ
て
い
る
ρ

 
普
請
に
は
原
則
と
し
て
、
帳
付
百
姓
を
使
役
し
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
他
面
、
給
人

が
恣
意
的
に
利
用
で
き
な
い
情
勢
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

 
第
一
に
、
七
ッ
三
歩
成
と
い
う
重
い
負
担
の
た
め
、
既
に
極
限
状
態
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う

 
 
 
 
 
 
鋤

に
走
百
姓
が
続
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
陣
夫
役
を
勤
め
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

 
第
二
は
、
給
知
百
姓
が
複
数
給
人
に
属
し
、
特
定
な
給
人
と
の
結
合
を
困
難
に
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
鋤

 
第
二
の
点
に
つ
い
て
、
元
和
三
年
、
徳
山
支
藩
創
出
に
当
り
出
さ
れ
た
「
打
渡
喋
」
よ
り
考

察
し
て
み
よ
う
。

 
都
濃
郡
野
上
村
打
一
三
の
前
半
部
の
給
人
知
行
山
分
を
分
析
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

給
主
人
数
は
井
原
孫
左
衛
門
以
下
二
十
四
名
、
百
姓
数
は
三
百
六
十
二
名
で
あ
る
。
こ
の
内
、

複
数
給
人
を
有
し
て
い
る
者
を
み
る
と
、
七
名
の
知
行
地
に
土
地
を
持
っ
て
い
る
者
三
人
、
以

下
三
主
六
名
三
人
、
下
主
隠
名
三
人
、
一
月
旧
名
十
五
人
、
給
主
三
三
十
七
人
、
給
主
二
名
六

十
二
人
で
あ
り
、
一
人
の
給
人
に
属
し
て
い
る
者
二
百
五
十
九
名
と
な
っ
て
い
る
。

 
具
体
例
を
庄
屋
と
「
善
四
郎
」
に
と
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
庄
屋
「
孫
右
衛
門
」
は
蔵

入
地
と
宍
道
主
殿
給
知
に
、
十
一
石
音
斗
二
升
を
所
有
し
て
い
る
。
 
「
善
四
郎
」
の
場
合
、
羽

仁
与
兵
衛
、
御
新
造
様
、
小
方
七
右
衛
門
、
神
倒
彦
右
衛
門
、
一
柳
又
右
衛
門
、
山
田
平
右
衛

門
、
飯
田
孫
兵
衛
、
井
原
孫
左
衛
門
の
八
名
の
知
行
地
に
十
七
石
九
斗
四
升
を
も
っ
て
い
る
。

「
辻
の
善
四
郎
」
は
行
友
久
三
郎
、
福
万
藤
右
衛
門
、
飯
田
孫
兵
衛
の
三
名
の
給
知
に
九
石

一
斗
六
升
、
 
「
南
の
善
四
郎
」
は
、
佐
藤
又
右
衛
門
、
市
川
孫
右
衛
門
、
井
原
孫
右
衛
門
の
三

名
の
給
知
に
、
五
石
町
斗
二
升
、
 
「
う
ら
の
善
四
郎
」
は
御
新
造
様
三
石
三
斗
一
升
、
 
「
八
正

寺
の
善
四
郎
」
は
佐
藤
又
右
衛
門
給
三
石
一
斗
一
升
七
分
、
 
「
ほ
り
け
の
善
四
郎
」
は
井
原
孫

左
衛
門
給
一
斗
を
有
し
て
い
る
。

 
以
上
の
例
だ
け
で
は
断
定
で
き
な
い
が
、
三
石
程
度
を
境
に
、
複
数
給
人
と
単
独
給
人
に
属

す
る
者
に
分
け
ら
れ
る
。

 
給
人
知
行
地
の
地
域
的
配
置
状
況
は
、
穂
の
木
名
を
現
地
に
比
定
で
き
な
い
の
で
不
明
で
あ

る
が
「
く
わ
の
き
の
も
と
」
と
い
う
穂
の
木
を
取
上
げ
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

 
田
六
反
四
畝
(
十
一
石
五
斗
五
升
)
、
畠
六
反
三
畝
二
十
歩
(
八
石
九
斗
五
升
)
、
屋
敷
八

反
九
畝
二
十
歩
(
十
一
石
面
斗
一
升
)
計
三
十
二
石
四
斗
一
升
で
あ
る
。
そ
こ
に
飯
田
孫
兵

衛
、
岡
助
右
衛
門
、
山
田
平
右
衛
門
、
行
友
久
三
郎
、
波
多
野
善
左
衛
門
、
小
方
七
右
衛
門
の

六
名
が
、
知
行
地
と
給
知
百
姓
を
有
し
て
い
る
。
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萩藩寛永3・年改革le・ついて
2-3，1

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
七
色
百
姓
の
中
に
は
複
数
の
給
人
に
属
す
る
者
も
あ
り
、
又
、
地
域
的

に
も
知
行
地
が
非
常
に
錯
綜
し
て
い
る
こ
と
が
い
え
よ
う
。

、
ζ
の
こ
と
が
ヤ
給
人
を
し
て
帳
付
百
姓
使
役
を
困
難
に
し
、
普
請
役
は
奉
公
人
に
よ
ら
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
理
由
で
も
あ
ろ
う
。
」

 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
②
 
帳
付
百
姓
の
維
持

 
普
請
役
用
の
奉
公
人
の
存
在
は
馬
元
和
・
寛
永
期
と
普
請
役
が
減
少
す
る
と
、
不
必
要
と
な

る
。
走
百
姓
に
よ
り
生
じ
た
荒
地
に
、
彼
ら
を
定
着
さ
せ
よ
う
と
、
帳
付
し
た
の
が
寛
永
検
地

の
意
図
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

.
 
寛
永
二
年
八
月
二
十
三
日
の
「
定
ト
に
「
今
度
知
行
替
に
付
て
人
沙
汰
其
外
地
下
諸
置
目
の

 
 
 
 
、
.
 
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈱

儀
は
、
以
一
書
検
使
の
も
の
二
動
乱
候
間
、
任
其
一
三
沙
汰
の
事
」
と
あ
り
、
そ
の
史
料
が
あ

れ
ば
よ
く
事
情
が
把
め
る
の
だ
が
、
残
存
し
て
い
な
い
た
め
、
改
革
で
の
詳
細
は
不
.
 
明
で
あ

る
。
寛
永
前
後
か
ら
、
・
そ
の
閣
の
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
に
し
よ
う
。

元
和
四
隻
月
三
日
・
輝
元
・
秀
就
よ
り
榎
本
伊
豆
守
宛
へ
次
の
よ
う
な
-
「
蕊
が
出
さ
れ

て
い
る
。

 
 
先
年
三
井
但
馬
守
検
地
以
来
、
公
領
在
々
よ
り
奉
公
人
の
儀
、
百
工
二
子
下
人
已
下
、
帳

 
 
ハ
つ
れ
の
者
た
り
と
い
ふ
と
も
、
百
卜
す
ち
の
も
の
に
お
み
て
ハ
相
改
、
.
 
三
号
在
々
・
へ
・
も

 
・
と
し
百
性
に
す
へ
お
く
へ
し
、
た
と
ひ
奉
公
に
出
、
「
と
を
り
対
面
の
者
た
り
と
も
不
及
'

 
 
其
沙
汰
、
堅
せ
ん
さ
く
い
た
し
帰
住
可
申
付
者
也

奉
公
人
を
百
姓
に
帰
す
方
針
が
打
出
さ
れ
て
い
る
。
元
和
八
年
の
「
知
行
替
の
者
共
え
申
聞
書

 
 
㈱

々
の
事
」
に
は

 
 
一
、
検
地
帳
面
の
百
姓
、
近
年
召
仕
候
共
悉
可
残
置
の
事

 
 
噛
ζ
娠
は
つ
れ
の
者
、
取
中
間
に
仕
候
て
近
年
召
仕
卜
者
の
儀
は
、
不
残
召
連
可
聴
退
の

 
 
 
 
事

 
・
一
、
.
 
帳
は
つ
れ
三
て
召
仕
候
共
、
三
百
三
一
、
H
三
跡
を
一
刀
子
別
に
無
之
候
は
可
残
慣
の

 
 
 
 
事

 
 
一
、
、
検
地
帳
付
の
百
姓
を
先
輿
主
の
代
に
走
せ
猛
て
、
・
其
跡
継
無
之
候
は
、
帳
は
つ
れ
取

 
 
 
 
申
間
の
内
に
て
其
数
程
可
残
心
胴
輪
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
E
 
，
(
後
略
)
・

と
み
り
帳
杜
は
勿
論
、
帳
は
ず
れ
奉
公
人
も
、
帳
付
百
姓
の
欠
員
を
補
充
す
る
形
で
、
土
地
に

固
定
さ
せ
る
方
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈲

汁
寛
永
四
年
九
月
七
日
の
「
覚
」
に
「
三
井
蔵
田
御
帳
面
二
不
足
屋
敷
事
、
最
前
被
仰
出
迎
走

百
生
の
儀
其
地
下
胴
取
中
間
於
有
之
は
不
及
申
二
、
r
人
柄
無
之
候
ハ
X
備
後
安
芸
よ
り
召
遣
候

奉
公
人
成
共
、
先
々
重
弁
可
置
候
(
略
)
」
と
譜
代
奉
公
人
で
あ
っ
て
も
帳
付
百
姓
に
す
べ
き

と
さ
れ
て
い
る
。

 
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
寛
永
検
地
に
お
い
て
、
帳
付
百
姓
確
保
の
た
め
「
牛
庵
覚
書
」
に
「

郡
々
に
被
抱
候
手
子
中
間
相
回
申
旧
事
」
と
あ
る
よ
う
に
、
奉
公
人
の
帳
付
百
姓
化
が
な
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

 
し
か
も
、
乙
の
検
地
で
帳
付
さ
れ
た
百
姓
は
、
後
々
ま
で
基
準
に
さ
れ
て
い
る
。
万
治
制
法

で
は
.
 
青
姓
の
名
田
・
菓
二
年
の
帳
面
否
認
唯
事
吻
と
あ
り
・
延
宝
八
年
の
阿
武
郡
紫

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈱

福
村
笹
川
源
右
衛
門
尉
知
行
坪
付
帳
に
も
「
熊
野
御
帳
面
之
辻
ヲ
以
田
畠
百
生
等
二
至
迄
、
無

違
壁
坪
畿
調
上
ケ
部
所
如
件
」
と
あ
り
・
皇
旱
三
年
の
緩
地
象
三
軍
永
二
年
熊
野
月

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

藤
兵
衛
拝
眉
仰
候
、
夫
よ
り
已
来
右
之
帳
ヲ
以
口
中
御
所
務
一
切
西
諸
沙
汰
被
仰
付
」
と
あ
る
年

ご
と
か
ら
、
菓
検
地
に
お
け
建
付
の
重
要
性
が
指
摘
で
き
る
。
 
 
 
綿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昭

 
次
に
、
改
革
後
に
お
け
る
給
人
と
、
給
知
百
姓
と
の
関
係
を
み
て
み
よ
う
。
利
岡
氏
は
寛
永
号

知
行
替
の
目
的
を
「
藩
権
力
強
化
の
た
め
繕
人
と
・
土
農
民
と
の
緊
密
な
結
び
つ
き
を
切
騨

断
ず
る
を
に
あ
る
圃
と
さ
れ
て
い
る
・
.
 
し
か
し
・
前
述
の
徳
山
割
下
上
村
の
釘
の
よ
乏
・
鮪

元
和
期
に
は
複
数
給
人
の
下
に
あ
っ
た
給
知
百
姓
が
、
む
し
ろ
寛
永
期
に
は
、
一
給
人
に
属
す
確

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
校

る
よ
う
に
な
・
つ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
門

・
寛
永
二
年
八
月
二
十
三
日
の
「
魚
」
に
「
 
・
 
 
 
 
 
 
 
 
・
 
 
 
 
 
 
 
舗

  

告
ﾘ
回
石
高
を
刷
三
一
柵
給
蒜
遍
満
の
村
を
直
の
な
ら
し
合
せ
晶

 
 
 
 
て
反
回
を
わ
け
、
打
渡
の
高
二
石
を
も
り
付
、
、
新
府
相
調
書
上
納
事
 
 
.
 
 
 
 
「
瓢

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
一
、
今
度
の
引
渡
の
分
遇
、
百
姓
壱
人
略
無
分
散
様
二
可
四
二
、
此
上
晶
出
候
は
一
段
呵

 
 
 
 
然
候
、
「
ち
り
候
ハ
X
週
給
主
曲
事
可
申
付
事

と
あ
り
、
給
主
毎
に
百
姓
が
決
定
さ
れ
、
掌
握
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
寛
永
四
年
.
 

九
月
七
日
の
「
脚
」
に
霜
主
百
生
の
間
の
儀
は
・
年
貢
未
進
な
と
の
方
に
は
召
仕
候
て
も
不

苦
候
」
と
あ
り
、
給
主
と
百
姓
の
関
係
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
 
 
 
 
、

 
一
村
内
に
お
け
乃
知
行
地
の
存
在
形
態
を
寛
永
期
で
は
把
め
な
い
が
、
.
 
前
述
の
よ
う
犀
寛
永

の
知
行
形
態
が
存
続
し
て
い
る
延
宝
期
の
、
阿
武
郡
紫
福
村
笹
川
源
右
衛
門
尉
知
行
坪
付
帳
を

み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。
百
石
の
知
行
地
に
十
四
名
の
給
知
百
姓
が
お
り
、
百
姓
別
に
記
載

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈱

さ
れ
集
中
的
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
山
項
部
指
摘
の
よ
う
に
、
元
文
期
の
「
地
下
上
申
」
の
本
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軒
、
三
軒
、
門
男
、
無
縁
と
一
致
す
る
こ
と
よ
り
、
記
載
の
百
姓
は
笹
川
氏
の
み
に
属
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

 
知
行
地
の
村
内
に
お
け
る
位
置
は
、
元
文
五
年
の
「
地
下
上
申
紫
福
村
絵
図
」
か
ら
理
解
で

き
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
給
主
一
人
一
人
に
、
主
知
行
地
と
飛
地
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
も

給
領
百
姓
を
属
人
的
に
所
有
し
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

 
煩
雑
に
な
っ
た
が
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
慶
長
・
元
和
期
に
存
在
し
た
普
請
役
用
の
奉
公
人

を
、
寛
永
検
地
を
通
じ
て
帳
付
け
に
し
、
新
た
な
知
行
地
で
近
世
的
地
方
知
行
制
を
行
な
う
契

機
と
な
っ
た
の
が
、
寛
永
改
革
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

2
、
制
度
の
確
立
化

 
 
 
 
 
 
 
 
①
 
経
 
済
 
体
制

 
改
革
の
直
接
の
原
因
で
あ
っ
た
借
銀
に
つ
い
て
は
、
既
に
改
革
前
の
元
和
八
年
、
宗
瑞
の
名

で
百
石
に
つ
き
七
百
目
と
い
う
家
臣
割
当
が
出
さ
れ
て
い
る
。
 
「
多
分
知
行
上
表
在
も
の
多
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈹

す
る
と
聞
仁
君
へ
共
」
 
「
今
度
之
懸
銀
者
、
家
不
軌
二
付
而
、
臨
時
二
申
付
候
」
と
家
臣
へ
強

行
し
て
い
る
。

 
改
革
に
当
っ
て
も
、
家
臣
に
よ
る
馳
走
銀
は
引
き
つ
が
れ
、
益
田
元
祥
は
、
二
千
石
以
上
は

銀
二
貫
、
千
石
以
上
は
一
貫
五
百
匁
、
五
百
石
以
上
は
一
貫
目
、
三
百
石
以
上
は
八
百
匁
、
二

百
石
以
上
は
七
百
匁
、
百
石
以
上
は
五
百
匁
と
、
割
当
基
準
に
従
っ
て
毎
年
徴
収
し
て
い
る
。

 
桂
庵
は
十
年
の
任
務
期
間
中
、
節
約
、
家
臣
馳
走
銀
、
一
の
坂
銀
山
収
入
等
で
、
財
政
を
好

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
宍
道
主
腰
助
)

転
さ
せ
、
 
「
諸
人
二
に
く
ま
れ
色
々
才
覚
仕
候
て
御
借
銀
少
茂
無
之
仕
立
、
宍
主
へ
相
渡
串
候

㈲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈲

事
」
と
借
銀
返
済
し
た
上
に
、
米
、
金
銀
等
の
蓄
財
を
な
し
て
い
る
。

 
し
か
し
、
節
約
、
馳
走
銀
は
一
時
的
に
財
政
状
態
を
回
復
し
え
て
も
、
再
び
正
保
の
改
革
を

必
要
と
し
た
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
「
臨
時
的
」
で
あ
り
、
寛
永
改
革
の
藩
財
政
に
お
け
る
歴
史

上
の
重
要
点
は
、
蔵
入
地
の
確
保
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

(
三
八
)
・
当
島
宰
判
平
均
反
当
石
高

 
前
述
の
よ
う
に
、
蔵
入
地
は
そ
れ
ほ
ど
増
加
し
て
い
な
い
が
、
重
要
地
を
蔵
入
地
に
獲
得
し

た
こ
と
が
大
き
い
意
昧
を
も
っ
て
い
る
。
後
に
紙
専
売
の
中
心
に
な
る
山
代
、
徳
地
、
三
都
と

い
わ
れ
た
萩
、
山
口
、
防
府
等
の
都
市
、
室
積
等
の
港
を
得
て
い
る
。
蔵
入
地
と
給
領
地
の
相

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に

給
村
で
は
、
村
中
心
部
の
平
地
に
蔵
入
地
を
も
っ
て
お
り
、
 
(
表
八
)
で
わ
か
る
よ
う
に
、
生

産
力
の
高
い
所
を
確
保
し
た
と
い
え
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
②
行
政
組
織

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
國

 
寛
永
八
年
、
秀
元
が
宗
藩
の
政
治
か
ら
離
れ
、
翌
九
年
、
益
田
元
祥
が
辞
任
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
職
能
未
分
化
の
状
態
で
、
特
定
の
個
人
を
中
心
に
実
施
さ
れ
る
政
治
体
制
は
終
っ
た
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈱

い
え
る
。
寛
永
十
一
年
の
朱
印
改
、
十
二
年
の
普
請
役
を
め
ぐ
る
対
立
か
ら
、
秀
元
、
就
隆

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈲

は
宗
藩
の
政
治
へ
介
入
せ
ず
、
公
儀
普
請
も
寛
永
十
二
年
度
よ
り
一
切
行
な
わ
な
い
。
寛
永
以

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈹

降
支
藩
は
独
自
に
検
地
を
行
な
い
、
熊
野
検
地
後
、
支
藩
を
含
む
検
地
は
な
く
、
宗
藩
だ
け
で

処
理
す
る
よ
う
に
な
る
。

 
寛
永
二
年
改
革
実
施
に
よ
り
、
藩
権
力
が
強
化
さ
れ
、
支
藩
を
除
く
宗
藩
体
制
が
志
向
さ
れ

た
と
い
え
る
。
そ
の
結
果
、
寛
永
十
年
代
か
ら
二
十
年
代
に
か
け
て
、
藩
主
を
頂
点
と
し
、
一

門
を
中
心
と
す
る
藩
職
制
機
構
が
整
備
さ
れ
、
家
格
と
職
制
が
し
だ
い
に
確
立
し
て
き
た
と
思

わ
れ
る
。

粟
福
奔
黒
⊥
福
井
主
福
井
工
山
田
二
二
旦
川
上
副
木
［
三
寸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
③
 
近
世
的
地
方
知
行
制
の
成
立

 
慶
長
元
和
期
の
、
錯
綜
し
た
臨
時
の
知
行
配
付
か
ら
、
寛
永
二
年
八
月
十
三
日
知
行
の
一
斉

配
付
が
な
さ
れ
、
新
た
な
知
行
地
へ
移
っ
た
。
新
知
行
地
は
、
大
身
の
場
合
、
一
円
地
と
飛
地

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈹

に
分
れ
、
そ
の
中
核
地
域
は
幕
末
ま
で
変
化
が
な
い
。
知
行
替
の
目
的
の
一
つ
は
「
給
人
と
土

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈲

地
農
民
と
の
緊
密
な
結
び
つ
き
を
切
断
す
る
こ
と
」
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
関
ケ

原
戦
後
の
防
長
移
住
で
、
土
地
農
民
と
の
関
係
は
一
度
切
れ
て
お
り
、
野
上
村
の
例
の
よ
う
に

知
行
替
前
に
緊
密
さ
は
そ
れ
ほ
ど
み
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
、
前
述
の
よ
う
に
知
行
替
後
に
帳
付
百

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
姓
維
持
の
た
め
、
給
人
と
給
知
百
姓
と
の
新
た

 
 
ー
ー
 
 
一
i
-
 
 
 
 
一
 
 
な
結
合
が
み
ら
れ
る
。

河
島
一
着
東
福
西

蔵
入
地

給
領
地

一
・
八
二
一
・
八
五
＝
・
九
〇
一
・
八
一

丁
七
一
三
・
三

丁
八
割
・
五
六
寄
し
・
.
 
九
⊥
・
・
九
八
三
・
・
九
 
・
八
三
一
一
.
 
・
≒

一
.
 
五
三
一
.
 
五
空
.
 
『

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一

＝
・
九
九
一
・
，
五
九
二
・
〇
九

・
八
二

な
 
し

・
三
三

 
改
革
後
、
知
行
地
が
新
た
に
設
け
ら
れ
た
か

ら
に
は
、
地
方
知
行
の
萩
藩
に
お
け
る
体
制
的

必
然
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
以

下
、
五
つ
の
点
が
考
え
ら
れ
る
。

Res.  Rep.  of Ube Tech.  Coll. ， No. 24.  March， 1978



萩藩軍永2年改革につ. いて25

 
.
 
①
封
建
社
会
に
お
い
て
、
土
地
支
配
は
基
本
で
あ
り
、
た
と
え
形
骸
化
し
て
も
家
格
の
象

 
 
 
 
 
 
 
㈹

 
 
 
徴
と
な
る
。

 
 
②
在
郷
場
所
の
確
保
。
生
活
苦
の
家
臣
は
在
郷
を
願
い
出
た
が
、
「
万
治
制
法
」
に
「
八

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈹

 
 
 
十
石
以
下
在
郷
居
懸
り
御
赦
免
の
衆
」
と
あ
り
、
八
十
石
以
下
の
在
郷
武
士
の
存
在
を

 
 
 
示
し
て
い
る
σ
在
郷
許
可
規
準
は
そ
の
後
込
め
ら
れ
、
寛
文
九
年
三
月
七
a
に
は
二
百

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㈱

 
 
 
石
以
下
と
な
っ
て
い
る
。

 
 
③
陪
臣
の
居
住
地
。
寛
永
十
九
年
七
月
三
日
の
「
諸
士
法
度
」
に
「
諸
侍
不
限
大
小
身
、

 
 
 
在
萩
無
人
二
て
可
相
詰
、
少
々
千
石
以
下
の
者
萩
中
に
て
ハ
道
具
等
持
せ
三
間
敷
事
」

 
 
 
と
陪
厘
の
知
行
地
在
住
を
規
定
し
て
い
る
。
一
万
六
千
石
の
右
田
毛
利
氏
の
場
合
、
四

 
 
 
百
四
＋
名
の
陪
臣
が
お
り
・
そ
の
内
四
百
三
＋
駕
が
・
御
田
屋
と
よ
ば
れ
る
居
館
を

 
 
 
中
心
に
、
，
一
種
の
城
下
町
を
形
成
し
て
陪
臣
が
集
住
し
て
い
輌

 
 
④
地
勢
上
め
理
由
。
萩
の
地
は
、
慶
長
八
年
居
城
選
定
に
当
り
、
本
多
父
子
に
よ
り
「
各

 
 
 
妻
子
已
下
を
ハ
指
月
二
被
置
・
内
々
ハ
山
口
に
て
人
あ
い
志
ら
ひ
な
と
ハ
被
成
可
態

 
 
 
「
君
も
平
居
ハ
山
ロ
ニ
在
テ
指
月
ハ
戌
兵
置
ル
ヘ
シ
」
と
、
防
長
両
国
統
治
に
不
適
な

 
 
 
山
陰
に
城
を
持
つ
よ
う
政
治
的
に
決
定
さ
れ
た
。
そ
れ
故
、
経
済
、
生
産
の
聖
心
で
あ

 
 
 
る
山
陽
部
と
政
治
の
地
萩
と
、
二
重
構
造
を
持
ち
、
そ
の
た
め
、
山
陽
部
と
山
陰
部
に

 
 
 
南
石
、
北
石
の
分
割
知
行
地
が
で
き
た
。

 
，
⑤
前
述
の
よ
ヶ
に
帳
付
百
姓
を
維
持
す
る
た
め
ふ
家
臣
に
給
地
、
給
領
百
姓
を
配
付
し

 
 
 
た
。

 
以
上
の
よ
う
に
、
近
世
的
必
然
性
を
も
つ
地
方
知
行
制
が
、
寛
永
改
革
に
よ
り
方
向
づ
け
ら

れ
た
と
い
え
よ
う
。

3
、
正
保
の
改
竃
と
の
比
較

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
勧

 
正
保
の
二
歩
減
と
称
さ
れ
、
藩
体
制
確
立
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
う
正
保
の
改
革
は

寛
永
改
革
を
行
な
っ
た
、
・
益
田
元
詰
の
孫
益
田
元
期
に
よ
り
実
施
さ
れ
た
。

 
そ
の
改
革
内
容
鳳
、
寛
永
改
革
と
類
似
し
て
お
り
、
「
元
奏
の
改
革
は
、
祖
父
元
祥
の
模
倣
で
「

あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

 
 
①
二
歩
減
と
呼
ば
れ
る
家
臣
知
行
の
二
割
減
は
、
寛
永
改
革
で
の
物
成
七
ツ
三
歩
よ
り
五

 
 
 
ツ
成
と
、
二
割
減
少
し
た
こ
と
に
相
当
し
て
い
る
。

 
 
②
家
臣
召
放
も
同
様
に
み
ら
れ
る
。

 
 
③
八
百
石
以
下
の
下
地
借
上
、
そ
の
後
の
万
治
戻
石
は
、
一
斉
知
行
替
に
相
当
す
る
。

 
た
だ
、
・
召
上
、
戻
石
を
通
じ
て
、
蔵
入
地
を
増
大
(
表
二
参
照
)
し
、
浮
米
化
を
促
幽
し
て

い
る
点
に
、
正
保
改
革
が
よ
り
藩
権
力
浸
透
を
強
く
打
ち
出
し
、
寛
永
で
認
め
ら
れ
た
地
方
知

行
制
を
変
質
化
す
る
改
革
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

 
こ
の
こ
と
は
、
寛
永
二
年
改
革
が
、
秀
元
の
力
を
借
り
ざ
る
を
え
ず
、
正
保
の
改
革
が
、
益

田
元
手
一
人
で
行
な
い
え
た
こ
と
の
相
違
で
も
あ
る
。
藩
権
力
確
立
度
の
違
い
を
示
し
て
い
る

と
い
え
る
。

 
藩
権
力
が
、
こ
の
よ
う
に
、
寛
永
か
ら
正
保
に
か
け
て
強
化
さ
れ
て
き
た
の
は
、
や
は
り
寛

永
二
年
改
革
の
め
ざ
し
た
幕
藩
体
制
確
立
化
の
結
果
で
あ
ろ
う
。

  A(2)ω注

  v
(7) (6) (5) (4) (3)ag a＄ az ao ao) (g) 〈s)

「
毛
利
家
文
書
」
三
ポ
一
一
五
三

公
儀
普
請
は
「
閥
閲
録
」
よ
り
抽
出
す
る
と
、
慶
長
十
一
年
江
戸
城
、
十
二
年
駿
府
城

十
四
年
丹
波
篠
山
城
、
十
五
年
名
古
屋
城
、
十
七
年
江
戸
舟
入
築
造
、
十
八
年
江
戸
、

十
九
年
江
戸
城
石
壁
と
慶
長
年
間
は
毎
年
の
よ
う
に
あ
り
、
元
和
期
は
、
六
年
の
大
坂

城
の
み
で
あ
る
。

「
閥
閲
録
」
一
一
-
九
九
-
四
八

「
閥
閲
覧
」
一
-
九
八
-
四
八

「
幕
藩
権
力
の
基
礎
構
造
」
一
九
〇
頁

前
掲
論
文
二
三
〇
頁

慶
長
四
年
十
二
月
二
十
六
日
の
知
行
替
定
に
「
扶
持
人
之
儀
者
新
知
行
所
へ
召
連
可
相

越
事
」
 
(
「
三
三
録
」
一
-
二
四
九
-
二
六
八
)
と
あ
る
が
、
こ
れ
が
ニ
ケ
国
入
り
に

も
準
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
事
実
、
寛
永
四
年
の
「
覚
」
 
(
「
山
口
県
史
料
」
四
〇

頁
所
収
)
に
「
備
後
・
安
芸
よ
り
召
遣
候
奉
公
人
」
と
い
う
例
が
あ
る
。

「
考
証
論
断
」
四
五
 
慶
長
九
年
条

「
長
州
藩
財
政
史
談
」
五
二
頁

「
閥
閲
銀
」
一
一
一
五
四
ニ
ー
四
三

「 

ｴ
墨
書
」
三
1
一
五
一
一
三
〇

「
三
三
録
」
ニ
ー
1
五
四
一
-
四
二
'

三
井
善
兵
衛
家
譜
(
「
山
口
県
史
料
」
三
〇
頁
所
収
)
・

「
閥
閲
録
」
一
-
里
六
九
八
-
一
九
・

宇部工業高等専門学校研究報告第24号昭和53年3月



26血/N正脇
〆

aの⑯⑮(so (33) BZ BD (30) e9) e8) eO e6) eS (24 e3) eZ eD 〈2(D a9) a8)〈41) (40) (39) (ggN) (3T (36)

堅
田
家
文
書
(
「
山
口
県
史
料
」
一
七
頁
所
収
)

「
巡
閲
録
」
二
i
九
一
〇
一
八

「
閥
園
山
」
二
一
九
一
一
-
八
 
「
検
地
帳
付
之
百
姓
之
出
入
者
、
当
検
地
黒
垂
者
謹

に
不
相
成
候
、
最
前
兼
重
蔵
田
豊
後
検
地
之
帳
面
を
そ
た
て
候
て
沙
汰
賢
立
候
」
と
慶

長
十
九
年
三
月
二
十
七
日
の
人
沙
汰
之
次
第
に
あ
る
。

「
毛
利
家
文
書
」
四
一
一
五
五
七

「
山
口
県
史
料
」
三
四
頁

「
毛
利
家
文
書
」
四
1
，
五
五
七

徳
山
毛
利
家
所
蔵
(
「
徳
山
市
史
史
料
上
」
八
七
1
一
八
○
頁
所
収
)

大
記
録
三
(
「
山
口
県
史
料
」
三
六
頁
所
収
)

「
閥
閲
録
」
一
-
五
〇
四
1
-
二
三

「
山
口
県
史
料
」
三
二
頁

「
御
法
度
書
控
」
 
(
「
山
口
県
史
料
」
四
〇
頁
所
収
)

「
毛
利
家
文
書
」
四
1
一
五
五
七

「
山
口
県
史
料
」
七
二
頁

金
子
家
文
書
萩
郷
土
博
物
館
所
蔵

旧
藩
記
録

「
山
口
県
近
世
史
研
究
要
覧
」
四
六
頁

大
記
録
三
(
「
山
口
県
史
料
」
三
六
頁
所
収
)

御
法
度
書
控
(
「
山
口
県
史
料
」
四
〇
頁
所
収
)

管
見
で
は
、
寛
永
年
間
に
「
百
姓
使
役
禁
止
令
」
は
見
出
せ
な
い
。

前
掲
論
文
四
四
頁

明
和
八
年
の
「
覚
」
 
(
「
萩
藩
四
冊
御
書
附
」
九
六
頁
)
に
「
入
相
知
行
所
ハ
一
村
之

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

内
御
蔵
入
諸
給
主
入
交
り
に
し
て
百
姓
軒
上
中
下
組
合
石
高
相
応
二
配
分
被
管
」
と
あ

り
、
給
人
知
行
地
を
百
姓
単
位
で
配
分
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
属
人
的
な
関
係
が

裏
付
け
ら
れ
る
。

「
毛
利
家
文
書
」
四
i
一
四
四
五

三
坂
氏
前
掲
書
四
九
頁

「
閥
閲
録
」
一
一
一
〇
五
1
五
〇

「
閥
閲
録
」
一
1
一
〇
四
一
四
九

元
文
五
年
「
地
下
上
申
阿
武
郡
紫
福
村
絵
図
」

天
保
十
三
年
「
防
長
風
土
注
進
案
」
当
島
宰
判
よ
り
作
成

(42)(45) (44) (43)(46)(47)(49) (48)(53) (5Z (51) (50)(57) (56) (55) (54)(60) (59)

寛
永
改
革
が
実
行
さ
れ
、
藩
主
権
力
が
強
化
さ
れ
る
と
、
秀
元
と
藩
主
秀
就
の
対
立
が

生
じ
、
寛
永
八
年
、
秀
就
帰
国
の
際
、
コ
道
之
御
返
答
も
不
被
迎
聞
候
」
 
(
「
毛
利

家
文
書
」
四
1
＝
二
二
二
)
と
い
う
状
態
で
、
こ
れ
が
秀
元
辞
意
の
直
接
の
原
因
で
あ

ろ
う
。

「
毛
利
家
文
書
」
四
-
一
五
四
四
、
三
一
一
〇
四
九
、
考
証
論
断
八
二

「
毛
利
家
文
書
」
四
-
一
三
一
〇
1
＝
二
一
二
、
考
証
論
断
七
九
、
八
一

「
長
州
財
政
史
談
」
五
五
頁
に
も
、
吉
川
家
以
外
の
「
末
家
三
家
(
長
府
、
清
末
、
徳

山
)
は
一
向
に
取
り
合
わ
ぬ
形
で
、
皆
本
家
の
負
担
に
な
っ
て
い
ま
し
た
」
と
あ
る
。

寛
永
二
年
に
は
、
秀
元
領
を
除
い
て
検
地
が
行
な
わ
れ
た
。
秀
元
は
寛
永
十
一
年
、
領

内
検
地
を
行
な
い
、
八
万
三
千
十
一
石
子
を
得
て
い
る
。
 
(
「
増
補
改
訂
山
口
県
文
化

史
年
表
」
三
吾
)
 
 
 
 
 
 
 
瀾

「
閥
閲
録
」
所
収
寛
永
二
年
八
月
十
三
日
「
御
配
所
付
立
」
、
延
宝
分
限
帳
、
天
保
十
曲

三
年
の
風
土
注
進
案
(
「
山
口
県
近
世
史
研
究
要
覧
」
地
方
知
行
一
覧
)
 
 
 
 
 
漁

注
⑳
参
照
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
蝕

家
臣
団
の
実
質
減
石
に
対
す
る
緩
和
策
と
し
て
、
地
方
知
行
制
を
打
出
し
た
可
能
性
も
歯

あ
り
、
寛
永
三
年
正
月
十
八
日
に
は
、
約
二
万
石
家
臣
団
へ
増
石
し
て
い
る
。
 
 
 
馬

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㏄

万
治
制
法
「
組
頭
衆
伺
物
」
 
(
「
山
口
県
史
料
」
一
〇
九
頁
所
収
)

「
毛
利
±
代
史
」
第
二
冊
二
。
九
頁
 
 
 
 
 
 
甑

御
法
馨
控
(
「
山
・
県
史
料
」
三
頁
所
収
)
 
 
 
隔

木
村
礎
氏
「
萩
藩
の
陪
臣
に
つ
い
て
」
 
(
「
歴
史
学
研
究
」
二
二
〇
号
)
幕
末
の
長
防
㎡

風
土
記
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㎎

石
川
卓
美
氏
「
右
田
毛
利
十
ご
冊
記
録
」
解
題
(
「
防
府
史
料
」
第
八
輯
)
 
 
 
 
R

「
毛
裂
文
書
」
ゴ
丁
＝
七
一
 
 
 
 
 
 
 
 
隔

考
証
論
断
四
五

市
村
氏
前
掲
論
文
一
九
六
頁

孫
で
あ
る
が
、
三
一
の
父
が
家
督
相
続
前
に
死
亡
し
た
た
め
、
祖
父
元
祥
よ
り
直
接
家

督
を
う
け
て
い
る
。
市
村
氏
は
元
祥
の
子
(
前
掲
論
文
二
〇
二
頁
)
と
し
て
お
ら
れ
る

が
、
誤
り
で
あ
る
。

「
毛
利
家
文
書
」
四
1
一
五
五
八
、
三
、
改
革
の
実
態
注
⑯
参
照

延
宝
分
限
帳
に
は
、
浮
米
化
し
、
知
行
地
分
散
し
た
家
臣
が
多
数
生
じ
て
い
る
。



五
、
む
 
 
す
 
 
び

萩藩寛永2年改革について

 
「
寛
永
二
年
改
革
」
と
設
定
し
た
理
由
は
、
秀
元
に
よ
る
仕
置
開
始
が
、
元
和
九
年
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
検
地
、
知
行
高
決
定
、
知
行
地
割
と
い
う
成
果
が
み
ら
れ
た
の
が
、
寛
永

二
年
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
従
来
、
こ
れ
ら
は
個
別
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
た
が
、
本
稿
で
は
、
本

多
父
子
よ
り
土
井
利
勝
へ
と
推
移
す
る
幕
閣
の
権
力
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
秀
元
仕
置
が
行
な

わ
れ
た
政
治
的
背
景
を
含
め
、
一
連
の
事
業
を
改
革
と
捉
え
、
総
体
的
に
記
述
す
る
こ
と
に
目

標
を
お
い
た
。

 
概
略
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
、
で
き
る
限
り
史
料
的
に
裏
づ
け
る
こ
と
を
試
み
た
が

不
十
分
な
点
も
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
中
で
次
の
五
つ
の
新
し
い
点
を
指
摘
で
き
た
と

思
う
。

 
①
寛
永
改
革
後
の
新
し
い
家
臣
知
行
高
を
「
寛
永
四
年
分
限
帳
」
で
明
ら
か
に
し
、
家
臣
召

 
 
放
、
宗
瑞
死
後
の
家
臣
高
変
動
の
状
態
が
把
握
さ
れ
た
こ
と
。

 
②
給
領
細
分
化
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
知
行
替
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
複
雑
な
知
行
関
係
が
単

 
 
純
化
さ
れ
、
近
世
的
地
方
知
行
制
確
立
の
方
向
を
と
っ
て
い
る
こ
と
。

 
③
慶
長
期
の
普
請
役
に
対
応
す
る
た
め
、
専
用
の
普
請
役
人
夫
が
お
り
、
普
請
役
減
少
後
、

 
 
改
革
で
帳
付
百
姓
化
し
て
い
る
こ
と
。

 
④
蔵
入
地
が
増
加
す
る
の
は
正
保
の
改
革
で
あ
り
、
寛
永
改
革
は
、
重
要
地
を
確
保
す
る
こ

 
 
と
に
要
点
が
あ
っ
た
こ
と
。

 
⑤
正
保
改
革
は
寛
永
改
革
の
模
倣
と
考
え
ら
れ
る
点
も
あ
る
こ
と
。

以
上
を
中
心
と
し
て
記
述
し
た
が
、
史
料
不
十
分
の
た
め
、
十
分
説
明
で
き
て
い
な
い
点
も
あ

る
。
と
り
わ
け
、
寛
永
前
後
の
知
行
地
を
同
一
地
域
で
比
較
で
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
史
料
探

索
を
含
め
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

 
最
後
に
、
寛
永
二
年
改
革
の
意
義
を
一
口
で
述
べ
る
な
ら
ば
、
戦
国
的
な
普
請
役
体
制
か
ら

近
世
的
幕
藩
体
制
へ
転
換
す
る
た
め
の
改
革
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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